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第 34回社 会保 障 審 散 会 医療 部会 トト 資料1

地域医療ビジョンを雫現するために必要な措置
(必要な病床の適切な区分､都道府県の役割の強化等)及び

新たな財政支援制度の創設について

L1.必要な病序の適切な区分の設定及び病床機能報告制度 ..地域医療ビ
ジョンとの関係について ..........P7

2.都道府県の役割の強化等及び新たな財政支援制度の創設について

これまでの議論について

【｢一般病床の機能分化の推進についての整理｣ (急性期医療に関する作業グループ 平成24年 6月15
日)】

1.基本的な考え方
(略)

㌔

○ 地域において､それぞれの医療機関の一般病床が担っている医療機能 (急性期､亜急性期､回復期
など)の情報を把握し､分析するOその情報をもとに､地域全体として､必要な医療機能がバランス
よく提供される体制を構築していく仕組みを医療法令上の制度として設ける｡

この仕組みを通じて､それぞれの医療機関は､L他の医療機関と必要な連携をしつつ自ら担う機能や

今後の方向性を自主的に選択することにより､地域の二二ズに応じた効果的な医療提供rS努めるO

(略)

3.地域において均衡のとれた機能分化と連携を推進していくための方策

○ 地域において急性期､亜急性期､回復期等の医療を提供する病床などが､地域の医療ニーズに対応
してバランスよく配置されることにより､地域全体として適切な機能分化と連携を推進し､地域医療
の充実を図る｡

○ 具体的には､都道府県は報告の仕組みを通じて地域の各医療機関が担っている医療機能の現状を把
握する｡こうした現状や高齢化の進展を含む地域の将来的な医療ニーズの見通しを踏まえながら､医

療提供者等の主体的な関与の下で､新たに医療計画において､今後のその地域にふさわしいバランス
のとれた医療機能の分化と連携を適切に推進するための地域医療のビジョンを地域ごとに策定する｡

(略)

○ 国は､各地域の病床機能の現状を把握､分析し､地域の実態も踏まえ､医療法における医療機能の
登録制など位置づけのあり方や病床区分の見直しについて今後検討を行う｡+



【｢社会保障制度改革国民会議報告書 ｣ (平成 25年 8月6日 社会保障制度改革国民会議)】 (抜粋)

2 医療 ･介護サービスの提供体制改革

(1)病床機能報告制度の導入と地域医療ビジョンの策定

医療提供体制改革の実現に向けた第1弾の取組として､これまで検討が進められてきた医療機能に係る

情報の都道府県-の報告制度 (｢病床機能報告制度｣)を早急に導入する必要がある｡

次いで､同制度により把握される地域ごとの医療機能の現状や高齢化の進展を含む地域の将来的な医

療ニーズの客観的データに基づく見通しを踏まえた上で､その地域にふさわしいバランスのとれた医療

機能ごとの医療の必要量を示す地域医療ビジョンを都道府県が策定することが求められる｡

地域医療ビジョンの実現に向けて医療梯能の分化と連携が適切に推進されることが､中期的な医療計

画と病床の適切な区分を始めとする実効的な手法によって裏付けられなければならない｡その際には､

医師 ･診療科の偏在是正や過剰投資が指摘される高嶺医療機器の適正配置も視野に入れる必要がある｡

地域医療ビジョンについては､都道府県において現状分析 t検討を行う期間を確保する必要はあるも

のの､次期医療計画の策定時期である2018(平成30)年度を待たず速やかに策定し､直ちに実行に移 し

ていくことが望ましい.そ の具体的な在り方については､国と策定主体である都道府県とが十分協議す

る必要がある｡

(2)都道府県の役割強化七国民健康保険の保険者の都道府県移行

･今般の国民会議の議論を通じて､医療の在り方を地域ごとに考えて い く必要制 が改 め て確認 され た o こ .

のため､本年6月の閣議決定 ｢経済財政運営と改革の基本方針｣に も示 され た とお り､地域 ごとの実情 に

応じた医療提供体制を再構築することが求められるo

こd)ような状況の下､医療計画の策定者である都道府県が､これ まで 以上 に地域 の医療提供体制 に係 る

責任を積極的かつ主体的に果たすことができるよう_マンパワー の確 保 を含む都 道府 県の権 限 .役割 の拡

の意見も聞きながら､~進めていくことが望ましい凸効率的な医療 提供体知 - の改革 を実効 あ ら しめる観 点

からは､国民健康保険に係る財政運営の責在を担う主体 (保険者 ) を都 道府 県 と し､更 に地域 にお けろ医

療提供体制に係る責任の主体と国民健康保険の給付責任 の主体 を都道 府 県が一体 的 に担 うことを射程 に入

れて実務的検討を進め､都道府県が地坪医療の提供水準 と標準 的 な保 険料等 の住 民負担 の在 り方 を総 合的

に検討することを可能とする体制を実現すべきであるoただ し､国民健康 保 険の運 営 に関す る業務 につ い

て､≡財政運営を始めとして都道府県が担うことを基本 と しつつ､.保険料 の賦課徴 収 .保健 事 業な ど引 き続

き市町村が担うことが適切な業務が存在することか ら､都道府 県 と市 町村 が適切 に役融 分担 を行 い､市町

村の保険料収納や医療費適正化-のインセンティブを損 な うことのな い分権 的 な仕組み を 目指すべ きで あ

るo

(略)

その際に必要となる国民健康保険の財政的な構造 問題への対応に つ いて は後述す .るが ､ いずれ にせ よ､

国民健康保険の保険者の都革府県移行の異体 的 な在 り方 につ いて は､国 と地 方 団体 との十分 な協 議 が必要

となる○また､当該移行については､次期 医療計 画の 策定 を待たず行 う医療碍供 体制改革 の一環 と して行

･われることを踏まえれば､移行に際し､様 々な経 過 的な措置 が必 要 となるこ とは別 と して ､次期 医療計画



(5)-医療 .介護サービスの提供体制改革の推進のための財政支援
医療 .介護サ-ビスの提供体制改革の推進のために必要な財源については_消費税増収分の活用が検討

さ.れるべ で一ある.具体的には_病院 一病床機能の分化 .連携への支援_急性期医療を中心とする人的 .物的資源の集中投

入､-在宅医療 .在宅介護の推進､更には地域包括ケアシステムの構築に向けた医療と介護の連携､生活支

堤 ..介護予防の基盤整備.■認知症施策､人材確保などに活用していくことになる｡ただし､その活用が提供
体制の改革に直接的に結びついてこそ_消費税増収分を国民に還元するという所期の目.的は果たされる̀｡
その活用の手段として､診療報酬.介護報酬の役割も考えられるが､医療.介護サービスの提供体制改革に係

る診療報酬や介護報酬の活用については､福田.麻生政権時の社会保障国民会議の際には､体系的な見直しが

前提とされていたことに留意する必要があり､医療.介護サービスの在り方が｢地域完結型｣に変わるからには､そ
れに資するよう､診療報酬.介護報酬の体系的見直しを進めていく必要○

また､今般の国民会議で提案される地域ごとの様々な実情に応じた医痩 .介護サービスの提供体制を再
構築するという改革の趣旨に即するためには､全国-律に設定される診療報由 .介護報酬とは別の財政支
援の手法が不可欠であり､診療報酬 .介護報酬と適切に組み合わせつつ改革の実現を期 していくことが必
要と考えられる凸､

医療機能の分化 .連携には医療法体系の手直しが必要であり_また_病魔の機能転換や病床の統廃合な

ど計画から実行まで一定の期間が必要なものも含まれることから_その場合の手法としては､基金方式も
検討に値 しようO-この財政麦援(=ついては_病院等の施設や設備の整備に限らず､地域における医療従事
者の確保や病床の機能分化及び連携等に伴う介護サ-ビスの充実なども対象とした柔軟なものとする必

塑ある｣

いずれにせよ､消凄税増収∠､の活用の前提として_地域医療ビジョン､地域包 ケア計画等の策定を通 .
~じ､地域の住民にもそれぞれの地域の医療や介護サービスに対する還元のありようが示されることが大七

【｢社会保障制度改革推進法第4条の規定に基づく ｢法制上の措置｣の骨子について｣ (平成25年8月

21日閣議決定)】 (抜粋)

2.医療制度

高齢化の進展､高度な医療の普及等による医療費の増大が見込まれる中で､国民皆保険制度を維持す
ることを旨として以下のとおり､必要な改革を行う｡

(略)

(3)医療従事者､医療施設等の確保及び有効活用等を図り､効率的で質の高い医療提供体制を構築す
るとともに､今後の高齢化の進展に対応し､地域包括ケアシステム (医療､介護､住まい､予防､生
活支援サービスが身近な地域で包括的に確保される体制)を構築することを通じ､地域で必要な医療

を確保するため､次に掲げる事項その他診療報酬に係る適切な対応の在り方等について検討を加え､

その結果に基づいて必要な措置を講ずる｡

の _病床の機能分地 ･_連携_及び在宅医療 ･在宅介護を推進するために必要な次に掲げる事項_
イ 病床機能に関する情報を都道府県に報告する制度の創設

_n 地域医療ビジョンの策定及びこれを実現す_るために必要皐造畳
(必要な病床の適切な区分の設定､都道府県の役割の強化等)_

/ヽ 新たな財硬支援の利度の創設
二 医療法人間の合併､権利の移転に関する制度等の見直し

② 地域における医師､看護職員等の確保及び勤琴環境の改善等に係る施策
③ 医療職種の業務範囲及び業務の実施体制の見直し

(略)

(5)次期医療計画の策定時期が平成30年唇であることを踏まえ､ (3)に掲げる必要な措置を平成
29年度までを目途に順次講ずるOその丁環としてこのために必要な法律案を平成26年通常国会_I_S提
出することを目指す｡

5



11か:地政医療ビ-j∃_i'-を実現するたb:[=_=必要な痩直:壬:(必衰な病床の適切な区分∴由蓮府県め喪由

○ 地域における医療機能の分化 ･連携については､まず､病床機能報告制度の仕組みによ

り､各医療機関が担っている医療機能の塊状を把握 .分析し､それを通 じて･､医療機関が他

の医療機関と必要な連携をしつつ､自主的に機能の分化を進めるとともに､その地域にふさ
わしいバランスのとれた医療機能の分化 ･連携を進めるため､都道府県において､二次医療

圏ごとの各医療機能の将来の必要量を含む地域医療ビジョンを策定することが求められる｡

また､国 ･都道府県は診療報酬と新たな財政支援の仕組みを適切に組み合わせて､機能の
鮒 連携を進める医療機関を:引憲していくことが必要であると考えられる.

0 その一方で､都道府県が､地域医療ビジョンの実現のために､これまで以上に主体的に地

域ごとの_医療機能の分化 .連携を進めていくことができるよう_､必要な癖韓の適切な区分0)
設定､都道府県の役割の強化等について､検討することが必要である｡

○ このため､以下において､

1.必要な病床の適切な区分の設定及び病床機能報告制度 ･地域医療ビジョンとの関係

2.都道府県の役割の強化等及び新たな財政支援制度の創設
について､具体的内容､メリット及び課題 ･論点等を整理する｡

【参考】 坤域医療ビジョン策定スケジュール(果)

～25年 25年度後半～26年度

【ガイドライン換討のための準備】

地域医療ビジjンの内容のうち､将

乗の医療需要や医療機能別の必要

量等に関する知見0)葦理工 やJ三

【地域医療ビジョン

ガイドラインの検討】

都道府県や医療関係

者の参画を得て､検

討会を設置

9/13 第32回医療部会提出資料

26年度中 27年度～

【地域医療ビジョ
ンのガイドライン

策定】

病床機能報告制

度で報告された

情報を取り込み､

最終的にガイド

ラインを策定3､二一.

燕.鮮ちナ-･J＼Jl､
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1㌦ 必要な病床の適切な区分の設定及び病床機能報告制度 ･
地域医療ビジョンとの関係について

O ｢必要な病床の適切な区分の設定｣については､以下の2つの案があると考えられる

が､これらについてどう考えるか｡

案 l 医療法上の-般病床 .療養病床について､現行の-般病床 .療養病床等の基準病床

数に加えて､病床機能報告制度の医療機能ごとに区分 し､各医療機能の基準病床数を定

案 2 現在の医療法上の病床区分は変えずに､病床機能報告制度の厚療機能について､今

後､現状を把握 し､その結集を分析 した上で､定量的な基準を定めて､各厚療機能の必

※医療法上の病味区分､病床区分ごとの人員配置･構造設備基準､基準病床数制度の概要については､参考資料を参照｡
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案 1 医療法上の一般病床 .療養病床について_､現行の一般病床 .療養病床等の基準病床数l±

(具体的内容)
○ まずは､各医療機能の定性的な基準により病床機能報告制度を開始するが､次の段階で､

医療法上の一般病床 ･療養病床について､病床機能報告制度の医療機能ごとに区分し､各医

療機能の基準病床数を定めることとする｡

○ その上で､各医療機能の既存病床数が基準病床数を超えている場合には､当該医療機能の
病床の新規開設 ･増床について､現行の基準病床数に基づく新規開設 ･増床の許可に係る仕
組み (公的医療機関の場合は許可しない､一般医療機関の場合は勧告)を適用する｡

案 2 現在の医療法上の病床区分は変えずに､病床機能報告制度の医療機能について､今後､
現状を把握 し､その結果を分析 した上で､定量的な基準を定めて､各医療機能の必要な病

(具体的内容)
○ 病床機能報告制度については､当初は､各医療機能の内容は定性的な基準とするが､報告

された情報を分析し､今後､各医療機能の定量的な基準 (※)を定める｡
※ 定量的な基準は､例えば､手術や処置等医療の内容を踏まえた指標により､設定することを想定しているが､医療資源の適切な投入
の観点から､どの指標が良いのか等について､今後､病床権能報告制度の情報を分析して､検討｡

○ 定量的な基準については､都道府県が､地域において医療機能に著 しい偏 りがある等の一
定の場合には､政策的に一定の範囲内で補正することができることとする｡

○ その上で､診療報酬と新たな財政支援の仕組みとを適切に組み合わせて､必要な医療機能
の病床数へと誘導していくこととする｡

※ 案 1･案2のいずれに しても､各医療機能の基準病床数又は地域医療ビジョンの必要量については､都道府県が地域の事情に応じて､
一定の補正を行うことができることを検討｡ 10

2.都道府県の役割の強化等及び新たな財政支援
制度の創設について

ll



｢都道府県の役割の強化等及び新たな財政義援制度の創設についitjめ内寄(とういて

○ 都道府県の役割の強化等及び新たな財政支援制度の創設について､以下のような内容が
考えられるが､これらについてどう考えるか｡

(1)医療計画の機能強化等

L① 医療計画の策定 ･変更時の医療保険者の意見聴取

:② 機能分化 ･連携のための圏域ごとの協議の場の設置

③ 医療と介護の一体的推進のための医療計画の役割強化 (介護保険の計画との-体的な
策定)

･④ 地域医療ビジョンの達成のための都道府県知事による診療報酬に関する意見提出

(2)新たな財政支援制度の創設

(3)病床の有効利用に係る都道府県の役割の強化

① 一定期間稼働していない病床に対する都道府県知事による稼働又は削減の措置の要請

② 医療機関に対する都道府県知事による医療機能の転換等の要請又は指示

12

【参考】現行の医療法における医療機関に対する行政の関与の比較

○ 現行の医療法における医療機関に対する行政の関与は以下のとおり｡

について (公的医療機関以外に､国家公務 になる○
員共済組合､地方公務員共済組合 .ただし､都道府県が医療計画の推進

等が開設する病院も対象) のため､勧告を行うことができるo勧告に従わなL■､場合は､保険医療機関の指定を行わないことができるO､

② 稼申..tJていない病床の扱い 削減を命令することができる 規定なし

③_..医療従事者の確保等の都道后県の- 協力義務が規定されている 規定なし

;@ ,.:琴琴嘩開.q)琴革仁?いて .設置を命令することができる. 規定なし

※ 医療法上､全ての医療機関(公的医療機関含む)について､医療計画の達成の推進に資するため､医療連携体制の構
築のために必要な協力をするよう努めるものとするとの努力義務が規定されている｡

※ 医療法上の｢公的医療機関｣:以下のものが開設する病院
都道府県､市町村､一部事務組合等地方公共団体の組合､国民健康保険団体連合会､普通国民健康保険組合､

日本赤十字社､社会福祉法人恩賜財団済生会､厚生農業協同組合連合会､社会福祉法人北海道社会事業協会 13



1.現行制度の概要

○ 医療法上⊥都道府県は､医療に関する専門的科学的知見に基づき医療計画の案を作成す
るため､診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならないとされて

いる｡また､医療計画を定め､変更するときは､あらかじめ医療審議会及び市町村の意見
を聴かなければならないとされている｡

医療法第 30条の4 都道府県は､基本方針に即 して､かつ､地域の実情に応 じて､当該都道府県における医療
提供体制の確保を図るための計画 (以下 ｢医療計画｣とい う｡)を定めるものとする｡

2- 10 (略)

11 都道府県は､医療に関する専門的科学的知見に基づいて医療計画の案を作成するため､診療又は調剤に関

する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない｡

12 都道府県は､医療計画を定め､又は第三十条の六の規定により医療計画を変更しようとするときは､あら
かじめ､都道府県医療審議会及び市町村 (救急業務を処理する一部事務組合及び広域連合を含む｡)の意見

を聴かなければならない｡

2.具体的内容

○ 社会保障制度改革国民会議報告書においては､
医療提供体制の整備については､医療保険の各保険者等の関係者の意見も聞きながら､

進めていくことが望ましい

･ 効率的な医療提供体制へ0)改革を実効あらしめる観点からは､国民健康保険に係る財政
運営の責任を担う主体 (保険者)を都道府県とすべき

旨が指摘されている｡
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○ このような中､医療保険の費用負担者である医療保険者の参画を得た医療計画とし､医

療機能の分化 ･連携を進め､効率的 ･効果的な医療提供体制を構築していくため､医療計

画を定め又は変更する時に∴あらかじめ､医療保険者の意見を聴 くこととしてはどうか｡

○ その際､特定の医療保険者の意見ではなく､現在､都道府県ごとに設置されている保険
者協議会には､健康保険組合連合会や全国健康保険協会の都道府県支部も構成員となって
いることを踏まえ､この保険者協議会の意見を聴くこととしてはどうか｡

※ [保険者協議会の構成員]

･ 国民健康保険の保険者たる市町村を代表する者
･ 健康保険組合連合会支部を代表する者

･ 全国健康保険協会支部を代表する者

･ 国民健康保険組合を代表する者

･ 国民健康保険団体連合会を代表する者

3.メリツ_ト

○ 患者 ･住民の視点に立ち､効率的 ･効果的な医療提供体制を構築していく上で､医療計
画の策定等に際し医療保険者の意見を聴くことは､有効な方策となるのではないか｡

4.課題 ･論点

○ 現在､都道府県ごとに設置され､国保連合会が事務局を担う保険者協議会を法定化 し､

機能を強化することが前提となる｡
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1.現行制度の概要

(地域医療対策協議会)
○ 医療法上∴都道府県が､救急医療等確保事業に係る医療従事者の確保等にろい七協議する
場として､地域医療対策協議会が設けられている｡

※ 地域医療対策協議会の構成
一 特定機能痛院
二 地域医療支援病院
三 第三十一条に規定する公的医療機関
四 医師法第十六条の二第一項 に規定する厚生労働大臣の指定する病院
五 '診療に関する学識経験者の団体

六 大学その他の医療従事者の養成に関係する機蘭
七 当該都道府県知事の静定を受けた第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人
八 その他厚生労働省令で定める者 `

(圏域連携会議)

〇､医政局長通知により､都道府県は､必要に応じて､二次医療圏を単位として､5疾病 ･
5事業及び在宅医療について､関係者が具体的な連携等を協議する場 (圏域連携会議)を
設けることとされている｡

①構成 各医療機能を担う全ての関係者
②内容 以下の点について､関係者全てが認識 ･情報を共有した上で､各医療機能を担う医療機関を決定する｡

･ 医療連携の必要性について認識の共有
･ 医療機関等に係る人員､施設整備及び診療機能に関する情報の共有
･ 当該疾病及び事業に関する最新の知識 ･診療技術に関する情報の共有

16

2㌧具体的内容
○ 地域医療ビジョンを実現していくためには､医療機関の自主的な機能分化 ･連携の取組
みが不可欠であるが､具体的に､個別の医療機関同士が､地域における機能分化 ･連携に
ついて協議し､進めていくための場を設置することとしてはどうか0

○ 現在､医療計画の5疾病 ･5事業及び在宅医療の推進のために､都道府県が必要に応じ
て二次医療圏ごとに設けている圏域連携会議の場を活用して､地域ごとの機能分化 ･道鏡
の推進について､議論することとしてはどうか｡

○ この議論の場には､地域の病院の開設者等の医療関係者､都道府県､医療保険者の代表
等､地域の機能分化 ･連携に係る主要な関係者の参画を求めてはどうか｡

3･._メl⊥呈上
○ 二次医療圏等において､どの医療機関がどの医療機能を担うか､どのように連携してい

くかについて､個別具体的な協議が行われることで､医療機関の自主的な機能分化と連携
が進むことが期待される｡

4.課題 ･論点
○ 医療機能の分化 ･連携について､二次医療圏ごとに協議する場を医療法上､規定すること

とするか｡
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(1)③ J_医療と介護の一体的推進のための医療計画の役割強化L(介護保険の計画との ~一体 ､~

1.現行制度の概要

(医療計画について)

○ 医療法において､厚生労働大臣は､良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を
図るための基本的な方針 (基本方針)を定めるものとするとされている｡

また､都道府県は､基本方針に則し､かつ､地域の実情に応じて､医療計画を定めるもの
とするとされている｡

(介護保険事業支援計画について)
○ 介護保険法において､厚生労働大臣は､介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確

保するための基本的な指針 (基本指針｣)を定めるものとするとされている｡
また､都道府県は､基本指針に即して､三年を一期とする介護保険事業に係る保険給付

の円滑な実施の支援に関する計画 (都道府県介護保険事業支援計画)を定めるものとする
とされている｡

○ なお､医療計画と介護保険事業支援計画ともに､双方との調和が保たれるように努めな
ければならないとされている｡

2.具体的内容

○ 医療 ･介護サービスについては､2025年 (平成37年)に向け､高度急性期から在宅医療 .
介護までの一連のサービス提供体制の丁体的な確保を進める必要がある.
在宅医療 ･介護連携の推進については､第32回医療部会で提示した論点があると考えられ

るが､医療 .介護サービスの一体的確保を進めるため､これに加え､都道府県が策定する医
療計画について､次頁のような見直しについてどう考えるか｡
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○ 都道府県が策定する医療計画と介護保険事業支援計画を､一体的 ･強い整合性を持った形
で策定することとしてはどうか｡

○ 具体的には､

･ 国が定める両計画の基本方針を整合的なものにして､策定する
･ 現在､医療計画の計画期間は5年､介護保険事業支援計画の計画期間は3年となってい

るが､両者の整合を図る観点から､医療計画の策定サイクルを見直す
(両者の計画期間が揃うよう､平成30年度以降､計画期間を6年に見直し､在宅医療な
ど介護保険と関係する部分等は､中間年 (3年)で必要な見直しを行う)

･ 国､都道府県､市町村 (介護保険事業計画を策定)において､こうした整合的な基本方
針や計画を策定し､進めるための協議を行う

･ 訪問看護など市町村の介護保険事業計画に盛り込まれた在宅医療サービスを確保するた
めの取組について､医療計画に記載する

こと等が考えられるのではないか｡

3.メリット

○ 入院医療における病院.病床の機能分化･連携の推進と､退院患者の受入れ体制として必須の荏
宅医療･介護サービスの確保とが､同時かつ一体的に進められるようになる｡

4.課題･論点
○ 都道府県.市町村が協議を行う上では､既存の医療や介護に係る協議との役割分担を整理し､効
率的に行っていくことが必要｡
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(日 ④ 地域医療ビジョンの達成のためめ都道府県知事による診療報酬に関する意見提出 .

1･.現行制度の概要

○高齢者医療確保法において､都道府県には医琴雫遵正化計画を評価した上での診療報酬
への意見提出権限が付与されている｡

[高齢者医療確保法の規定内容]
･ 都道府県は､医療費適正化計画の実績の評価を行った結果､医療糞適正化計画に掲げる医療の効率
的.な提供の推進に関する目標の達成に必要があるときは､厚生労働大臣に対し､診療報酬への意見を
提出できる｡ (法第 13条第 1項)

t 厚生労働大臣は､都道府県から意見が提出されたときは､この意見に配慮して診療報酬を定めるよう
努めなければならない｡(法第 13条第2項)

･ 厚生労働大臣は､医療費適正化計画の実績の評価を行った結果､医療費適正化計画に掲げる医療の
効率的な提供の推進に関する目標を達成し､医療費適正化を推進するために必要があるときは､他の
都道府県の区域の診療報酬と異なる定めをすることができる｡ (法第 14条第 1項)

･ 上記の異なる定めをするに当たっては､厚生労働大臣は､関係都道府県知事に協議するものとする
(法第 14条第2項)

盗.具体的内容

○ 都道府県が地域医療ビジョンを実現していく上で､診療報酬を活用して医療機能の分化 ･
連携を推進していくことができるよう､現行の医療費適正化計画に係る都道府県の診療報酬

への意見提出のような仕組みを導入することが考えられないか｡
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_3._メリッ ト
○ 各都道府県の地域医療ビジョンの達成状況に応じて､都道府県が診療報酬に関する意見を
提出できることが明確になる｡

4.課題 ･論点

○ 医療費適正化計画との整合を図るとともに､医療費適正化に資する意見を提出することと
するなど､医療保険財政への影響も踏まえた議論が必要ではないか0
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(2) 新たな財政支援制度の創設

i _具体的な内_寧
○ 医療 ･介護サービスについては､2025年 (平成37年)に向け､高度急性期から在宅医
療 .介護までの一連のサービス提供体制の一体的な確保を進める必要がある｡

また､一医療 ･介護サービスの提供体制は､地域ごとの様々な実情に応じて､整備される
必要があり､そのためには､全国一律に設定される診療報酬 .介護報酬とは別の新たな財
政支援の仕組みが必要ではないか｡

○ 新たな財政支援の仕組みは､消重税増収分を活用して設けることとし､医療機関の施設
や設備の整備だけでなく､地域における医療従事者の確保や病床の機能分化及び連携等に
伴う介護サービスの充実等も対象とする柔軟なものとすべきではないか｡

○ また､病院の機能転換や病床の統廃合など計画から実行まで一定の期間が必要なものも
あることから､都道府県に基金を造成する仕組みとしてはどうか｡

2.メリット

○ 都道府県が､地域の実情を踏まえて､医療 ･介護サービスの提供体制の一体的な確保を
進めることができる｡

_3__･_課題 .論鳥

① 消費税増収分を活用する前提として､地域医療ビジョン､介護保険事業計画等の策定を
通じて､実効ある医療 ･介護サービス提供体制の改革の姿を示していくことが必要｡

② 既存の基金事業 (地域医療再生基金､介護基盤緊急整備等臨時特例基金)により実施し
ている基盤整備との関係について､整理が必要｡
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iL現行制度の概要
○ 既存病床数が基準病床数を超えている病床過剰地域においては､新たな病床の整備が一

定､制限されることとなっているが､病床過剰地域の中には､開設許可を受けていながら､
丁定期間稼働していない病床が存在する地域もあり､医療資源が有効に活用されていない｡

※ 千葉県が平成 24年 8月に県内の病院に対して行った調査では､ ｢医療法上許可を得ているが､医療機関の都合
により､実際には入院できる状態にない病床｣は一般病床で2,189床 (6.4%)｡ (病院の自記式回答による)

○ 現行の医療法においては 都道府県知事は､病床過剰地域において､公的医療機関等の
病床が､正当な理由がないのに､業務の全部又は-部を行っていないときは､あらかじめ
医療審議会の意見を聴いて､当該医療機関の開設者等に対して､病床数を削減する措置を
採るべきことを命ずることができることとされている｡ (医療法第7条の2第3項)

◎医療法 第7条の2 (略)2 (略)

3 都道府県知事は､第一項各号に掲げる者が開設する病院 (療養病床等を有するものに限る｡)又は診療所

(前条第三項の許可を得て病床を設置するものに限る｡)の所在地を含む地域 (医療計画において定める第三
十条の四第二項第九号に規定する区域をいう｡)における療養病床及び一般病床の数が､同条第五項の厚生労
働省令で定める基準に従い医療計画において定める当該区域の療養病床及び一般病床に係る基準病床数を既に
超えている場合において､当該病院又は診療所が､正当な理由がないのに､前条第一項若しくは第二項の許可

に係る療養病床等又は同条第三項の許可を受けた病床に係る業務の全部又は一部を行っていないときは､当該
業務を行っていない病床数の範囲内で､当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し､病床数を削減するこ
とを内容とする許可の変更のための措置を採るべきことを命ずることができる｡

4･5 (略) .

6 都道府県知事は､第-項若しくは第二項の規定により前条第-項から第三項までの許可を与えない処分をし､

又は第三項の規定により命令しようとするときは､あらかじめ､都道府県医療審議会の意見を聴かなければな
らない｡



呈,_具体的な内容

○ 都道府県知事は､既存病床数が基準病床数を超えている地域において､公的医療機関
等以外の医療機関の病床が､正当な理由がなく､一定期間稼働していないときは､あら

かじq)医療審議会の毒草を聴いて､当該医療機関の開設者等に対して､一定の期限まで
に稼働させるか､働 減や措置を講ずるよう要請することができることとしてはどうか:

_逢._メリッ ト

○ 稼働していない病床を整理し基準病床数の坪の有効活用を図り､地域において必要な医療
機能の病床の整備に役立てることができる｡

_4･.課題 ･_畳基
① 一定期間稼働 していない病床の定義をどうするかo

今年度から､医療法第25条の立入調査において､ ｢平成25年4月 1日時点で1年間稼
働していない病床を除いた｣稼働病床数を調査することとしているが､これと同様の考え方
とするか｡

② 第5次医療法改正 (H 18年改正)で導入した公的医療機関の稼働していない病床に
対する削減命令の活用実績がない中で､まずは､これの活用を図っていくべきではないか｡
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1.現行制度の概要

(医療計画の達成に資するための医療連携体制構築-の協力)

○ 医療法において､医療機関に対しては､医療計画の達成の推進に資するため､医療連携体

制の構築のために必要な協力をするよう努めるものとするとの努力義務が規定されている｡

(公的医療機関に対する行政の関与 (命令や規制))
○ 医療法においては､戦後､医療機関の計画的整備を図るに当たり､国民に必要な医療を

確保するとともに､医療b)向上を進めるための中核とすることを意図して､公的医療機関
制度が設けられている｡

○ 公的医療機関は､その公共性や提供する医療の公益性に着目して与えられているもので
あり､法人税の非課税措置をはじめ､各種の税制上の優遇措置を受けている｡これらの優
遇措置と引き替えに､医療法においては､公的医療機関は一般の医療機関と比べて､強い

行政の関与を受け ることとなっている｡

※ 医療法上の ｢公的医療機関J :以下のものが開設する病院

都道府県､市町村､一部事務組合等地方公共団体の組合､国民健康保険団体連合会､普通国民健康保険組合､

日本赤十字社､社会福祉法人恩賜財団済生会､厚生農業協同組合連合会､社会福祉法人北海道社会事業協会

○ 具体的には､医療法上､以下のものが規定されている｡

① 病床過剰地域における開設 .増床の許可制限 (医療法第7条の2第 1､項)
② 稼働 していない病床の削減の命令 (医療法第7条の2第3項)
③ 医療従事者の確保等の都道府県の施策への公的医療機関の協力義務 (医療法第31条)
④ 公的医療機関の設置命令 (医療法第34条) ※ 建物億 借の共用.医師の実地修練等のための整

⑤ 公的医療機関に対する命令及び指示※ (医療法第35条)慧諾誤欝 確保韓 に係る娼 な硯 の集配 25



2.具体的な内容

○ 公的医療機関の医療法上の位置づけを勘案し､都道府県知事は､地域医療ビジョンで

定めた必要量の達成に必要と認める時は､公的医療機関に対して､必要量に照らして過
剰となっている医療機能から不足している医療機能への転換や回復期機能の充実等を指
示することができることとしてはどうか｡

○ また､公的医療機関以外の一般の医療機関に対しても､過剰な医療機能からの転換等
を要請することができることとしてはどうか｡

?_lメリツ･ト
○ 都道府県知事は､法的根拠を持って､医療機関に対して､過剰な医療機能からの転換
等の要請又は指示を行うことができるようになる｡

4.課題 ･論点

○ 機能転換を要請 ･指示するとしても､医療機関自体の経営方針や経営改革の方向､ま
た､開設者をはじめ医療従事者等の意向等も踏まえ､都道府県において､関係者とよく
調整 ･協議していただくことが必要になる｡
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1.今後の進め方

《これまで》

○ 社会保障･税一体改革関連の事項について先行して議論し､
9月6日付けで｢次期診療報酬改定における社会保障･税一体

改革関連の基本的な考え方について｣を取りまとめ

･医療機関の機能分化･強化と連携､在宅医療の充実等に関
する基本的な考え方を整理

《これから》

〇二九まで議論していない事項(｢医療機関の機能分化･強化と連
携､在宅医療の充実等｣以外の事項)について議論

2.これまでの｢診療報酬改定の基本方針｣

《12月上旬》

｢

平
成
26
年
度
診
療
報
酬
改
定
の
基
本
方
針
｣

の
議

論

･策
定

OLこれまでの｢診療報酬改定の基本方針｣におい七は､｢改定の視点｣や｢重点喪題｣等 .
を定めた上で､｢検討の方向｣を示している○

① ｢改定の視点｣については､平成18年度改定から平成24年度改定まで､文言の修正

はあるが､■基本的な内容は継続しているム

② ｢重点課題｣にづいては､平成22年度改定以降､当該改定時の状況を踏まえ､特に

(1)平成18年度診療報酬改定の基本方針

ア 改定の視点 .
4つの｢改定の視点｣を定めた上で､その｢検討の方向｣を示した｡

一室巨樹 脚 葦野.:-華襲,-把f-_,..Y 奉.-,瀞柵 rr'.1-莞韓J鞘 朝
①患者から見て分かりやすく､患者 ･名称等も含めた患者にとって分かりやすい診療報酬体系-の見直し
の生活の質(QOL)を高める医療 ･領収書の発行の義務付けを視野に入れた患者への情報提供の推進
を実現する視点 ･生活習慣病等の重症化予防の推進

②質の高い医療を効率的に痩供す ･24時間診療ができる在宅医療や終末期医療-の対応に係る評価
るために医療機能の分化.連携 ･平均在院日数の短縮の促進に資する入院医療の評価

を推進する視点 ･DPCの支払対象病院の拡大 等

③我が国の医療の中で今後重点 _.産科や小児科､救急医療等の適切な評価
的に対応していくべきと思われる ･汀化の集中的な推進
領域の評価の在り方について検 ･医療技術の難易度､時間､技術力等を踏まえた適切な評価と保険導入手続
討する視点 の透明化.明確化 等

④医療費の配分の中で効率化余 ･入院時の食事に係る評価
地があると思われる領域の評価 ･外来医療における不適切な頻回受診の抑制のための評価



(2)平成20年度診療報朝改定の基太方針

ア 改定の視点

平成18年度改定の｢改定の視点｣を踏まえ､4つの｢改定の視点｣を定めた上で､その｢検討の方向｣を示した｡

肇 拷掛 醍殖親筆転 写√_..,毛 奏言榊 榊 韓軽韓 ㌢,
①患者から見て分かりやすく､ ･■医療機関が明細書を発行する仕組み .

~点者の生活の質(QOL)を高 ･分-i)tりやすさの観点からの診療報酬体系や個々の評価項目~の算定要件の見直
める医療を実現する視点 し

･がん医療等について質を確保しつつ外来医療-の移行を図るための評価 等

②質の高い医療を効率的に ･DPCの支払対象病院の在り方や拡大
提供するために医療機能の ･提供された医療の結果により質を評価する手法

分化.連携を推進する視点 ･7対l入院基本料等について医療ニーズに着目した評価 等

③我が国の医療の中で今後 ･がん医療の均てん化や緩和ケアの推進等のための評価
重点的に対応していくべき ･脳卒中の早期治療体制や地域連携パスを用いた医療体制等に向けた評価

と思われる領域の評価の在り方について検討する視点 ･自殺企図者-の精神科医を含めた総合的な診療の評価.等

④医療責の配分の中で効率 ･相対的に治療効果が低くなった技術の新技■術-の置換えが進むような適正な評
化余地があると思われる領 ~価

域の評価の在り方について t後発医薬品の更なる使用促進の仕組みや環境整備の方策
検討する視点 ･医薬品.医療材料､検査等の市場実勢価格等を踏まえた適正な評価 等

イ 緊急課題

産科や小児科をはじめとする医師不足等の地域医療を巡る厳しい現状等を踏まえ､｢緊急課題｣を定めた上で､そ
の｢検討の方向｣を示した｡

宗一諜欝架設ざ緊急課題粧 r江 湖 三瑞さ錨;競 ':/晶 帯 ㌫薮を墨鎚等華頑検討の方 薄黒葦,･ti最碍薫搬 蛋

①産科や小児科をはじめとす
る病院勤務医の負担の軽
減

リ＼イリスク妊産婦や母胎搬送への対応の充実
･小児医療について専門的な医療を提供する医療機関の評価

･診療所における夜間開業の評価､大病院が入院医療の比率を高める促進策

(3)平成22年度診療報酬改定の基本方牡

ア 改定の視点

平成20年度改定の｢改定の視点｣を踏まえ､4つのr改定の視点｣を定めた上で､その｢検討の方向｣を示したC

音素競iEJ-i7改定の視点読 塩 気 芯 烏蒜 毒 定 量 芸完差遣講説声鼻 器を.:検討 め方 向簾 京 詩 藩 電話 巌蒜打 蒜 定 藩 諦 左 ご

fヽ.､ー_TL‥,L.(丑充実が求められる領域 ･がん医療の推進､認知症医療の推進､感染症対策の推進､肝炎対策の推進

を適切に評価していく視 ･質の高い精神科入院医療の推進
点 ･新しい医療技術や医薬品等についてのイノベーションの適切な評価 等

②患者から見て分かりやす ･医療の透明化や､診療報酬を患者等に分かりやすいものにすることの検討
く納得でき､安心.安全で ･医療安全対策の推進

生活の質にも配慮した医･癌を実現する視点 ･患者一人一人の心身の特性や生活の質に配慮した医療の実現に対する評価 等

③医療と介護の機能分化 ･質が高く効率的な急性期入院医療や快復期リハビリ等の推進に対する評価
と連携の推進等を通じて.･在宅医療や訪問看護､在宅歯科医療の推進

質が高く効率的な医療を実現する視点 ･介護職種も含めた多職種間の連携等に対する適切な評価 等

④効率化余地があると思 ･後発医薬品の使用促進
われる領域を適正化する ･市場実勢価格等を踏まえた､医薬品.医療材料.検査の適正評価

イ 重点課題
医療現場の疲弊や医師不足等の課題が解消しておらず､依然として医療は危機的な状況にあること等を踏まえ･

｢重点課題｣を定めた上で､その｢検討の方向｣を示した｡

妻鋼帯職 課題脚 寮き ~L叫r-'7-JILT-喜聴 /='L廟~､7~一′轟慮転~転換竜柑 轟 .喜藤㈱ 当

､′一一ヽ-①救急､産科､小児､外科等 ･地域連携による救急患者の受入れの推進､救急患者を受け入れる医療機関の評価
の医療の再建 ･新生児等の救急搬送を担う医師の活動の評価

･後方病床.在宅医療の機能弓削ヒ等

②病院勤務医の負担の軽 ･看護師や薬剤師等医師以外の医療職が担う役割の評価
減(医療従事者の増兵に ･医療職以外の職員が担う役割の評価､医療クラークの配置の促進



(4)平成24年唐診療報謝改 定の基本方針

ア 改定の視点
平成㌶年度改定の｢改定の視点｣を踏まえ､4つの｢改定の視点｣を定めた上で､その｢検討の方向｣を示した｡

(か充実が求められる分野を適 ･がん医療の充実､生活習債病の推進

切に評価していく視点!_lip ･/精神疾患に対する医療の充実､認知症対策.の促進 ,1..
･手術等の医療技術の評価､医薬品.医療材料等のイノベーションの評価 等

②患者等から見て分かりやす ･医療安全対策等の推進
く納得でき､安心.安全で生 ･退院支援の充実等の患者に対する相談支援休制の充実の適切な評価

活4)質にも配慮した医療を実現する視点 ･診療報酬点数表の用語.技術の平_易化.簡素化 等

③医療機能の分化と連携等を ･病院機能にあわせた効率的な入院医療の評価､慢性期入院医療の適正な評価
通じて.質が高く効率的な医 ･医療の提供が困難な地域に配慮した医療提供体制の評価
療を実現する視点 ･診療所の機能に着目した評価 等

④効率化余地があると思われ ･後発医薬品の使用促進
る領域を適正化する視点 ･平均在院日数の減少や社会的入院の是正に向けた取組の推進

イ 重点課長
医療･医療保険を取り巻く状況､診療報酬と介護報酬の同時改定であることを踏まえ､｢重点課題｣を定めた上で､

その｢検討の方向｣を示した｡

碗糊 諌潜辞碑 鷲軽 葦㈱ 撃検討Jdj方向肇熱主審薄綿 轡 こそ撃 鱒置肇柵 1
①病院勤務医等の負担の大 ･勤務休制の改善等の取組
きな医療従事者の負担軽■減 ･救急外来や外来診療の機能分化の推進

･病棟薬剤師や歯科等を含むチーム医療の促進

(診医療と介護の役割分担の明 ･在宅医療を担う医療機関の役割分担や連携の推進
~確化と地域における連携体 ･看取りに至るまでの医療の充実

制の強化の推進及び地域生活を支える在宅医療等の充実に向けた取組p ･早期の在宅療養-の移行や地域生活への復帰に向けた取組の促進 等の強化の推進及び地域生活を支える在宅医療等の充実に向けた取組p ･早期の在宅療養-の移行や地域生活への復帰に向けた取組の促進 等

3..次期診療報酬改定に向けた論点(これまで話a_L_ていない事項)

○ 平成26年度診療東酬改定に向けた論点のうち､これまで議論していない事項(｢医療機

の機能分化.強化と連携､在宅医療の尭実等｣以外の事項)については､これまでの｢改

定の視点｣や｢重点課題｣等を踏まえると､例えば､次の事項が考えられるが､これらの事

項や､その｢検討の方向｣をどのように考えるか06)充実が求められる分野を適切に評価していく 点(平成24年度の｢改定の視点｣)

② 轟者等から見て分かりやすく納得でき､安心.安全で生活の質にも配慮した医療を実

′LiA現する視点(平成24年度の｢改定の視点｣)
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社会保障審議会医療部会

荒井奈良県知事意見
平成 25年 10月 11日

1.都道府県の役割について

(1)今甲の医療陰改正の最大の目的は､将来の医療需要の質 ･量の変化に医療

提供体制を適合させるために地域医療ビジョ.ンを策定することと､その地域医療

ビジョンを適切に実現するための諸手段を用意することにあると考えます｡

適切な医療提供体制の整備のためには､まず､あるものを効率的に､大事に使

う観点から､病床の機能分化と医療資源の適切な配分､そして最も大事な医療資

渡である医師 ･看護師の勤務環境の改善が重要な核になっていると考えます｡さ

らに､地域医療ビジョン臭現のための手段強化のため､都道府県の役割強化と新

たな財政支援制度が打ち出されているものと認識しています｡

(2)このような認識から私としては､地域の医療の充実について､国民健康保

険の保険者の都道府県移行も含め､都道府県知事がより積極的な責任を担うこと

に賛成ですOまた､都道府県が責任を持つということは､責任の暖味な協議会や

センターに権限 ･責任を委ねることではなく､都道府県知事が最終的な責任を持

つということと考えます｡

そのような意味から､今回の医療法改正の大きな柱である地域の実情に応 じた

医療機能の分化 ･連携の促進のためには､地域医療ビジョンの策定､病床機能報

告制度等の運営に都道府県が責任を持つことを法的に位置づけることが重要で

あると考えます｡

2.必要な病床の適切な区分の設定及び病床機能報告制度 ･地域医療 ビジョンと

の関係について

(1)病床の機能分化と適切な医療資源の配分が実現するためには､医療の需給

についてエヴィデンスによる実態の把握､適切な供給目標の設定とともに､目標

達成のための規制的手段であ卑報告制度､病床規制等と経韓的手段である診療報

酬二新たな財政支援の適切な組合せによる実行力強化が不可欠です.

(2)また､地域医療ビジョンと病床機能に関する情報の報告制度を医療法上位

置づけることは重要であり､そのことを踏まえると､病床機能分化のために､目

指すべき病床数の考え方を法上明記すべきと考えます｡これらのことから､案 1

の考え方が適切と考えます｡

-I-



(3)なお ､基準病床数について一定の範囲内で地域補正をする仕組みは賛成で

す｡さらに都道府県が地域の実情に応じて一定の補正を行 う観点からは､現行の

特例病床 の許可に関する厚生労動大臣協議のあり方についても､より実効的なも

のにすべ きと考えます｡

3.都道府 県の役割の強化等及び新たな財政支援制度の創設について

(1)ご∃是案されている､医療計画の策定 ･変更時の医療保険者の意見聴取､機

能分化･連 携のための圏域ごとの協議の場の設置につきましては､賛成をします｡

ただし､関係者が具体的な連携等を協議する場 として､現状の二次医療圏を単位

として進 めることとされていますが､例えば救急患者の受け入れなど必ずしも二

次医療圏内において医療サービスの提供が完結 してないものもあることから､地

域の実情に応じた柔軟な対応も必要と考えます｡

(2)医療 と介護の一体的推進のための医療計画の役割強化 (介護保険の計画と

05一体的な策定)につきましても､ ｢地域完結型｣医療はそれだけでは完結せず､

介護､地i或包括ケアまで視野に入れて考える必要があるとい う意見を取り入れて

いただきJ惑謝をいたします｡課題として都道府県と市町村の役割分担の整理が掲

げられていることはその通りですが､奈良県では既に様々な分野で県と市町村と

の役割分ま旦の見直 しや事務の相互補完を進めてお ります｡このような地域の実態

に応 じた役割分担が認められることが重要と考えます｡

(3)地域 医療ビジョンの達成のための都道府県知事による診療報酬に関する意

見提出に一つきましては､単に人員配置により高い点数とするのでなく､人員配置

は困難な僻地であっても地域の重症患者の積極的に受け入れていることを評価

するなどの活用方法が考えられますが､従来からあった同様の意見提出権限がほ

とんど活ノ用されなかっ､たことも踏まえ､都道府県の実務者 ともよく議論をしてい

きたいと.思います｡

(4)また､新たな財政支援制度の創設､一定期間稼働 していない病床に対する

都道府県知事による稼働または削減の措置の要請､医療機関に対する都道府県知

事による医療機能の転換等の要請又は指示につきましては､これまで私から要望

してきた ことも取 り入れていただいた画期的なものであると高く評価をいたし

ます｡

-2-



第 34回社 会保 障 等 読 会 医寮 部 会 lt参考資料 1

参考資料

(資料1｢地域医療ビジョンを実現するために必要な措置

(必要な病床の適切な区分､都道府県の役割の強化等)及び
新たな財政支援制度の創設｣関係)

病床の区分

病床について､医療法第7条第2項第1号から第5号までにおいて､以下のように定義さ
れている｡

- 精神病床
病院の病床のうち､精神疾患を有する者を入院させるためのものをいう｡

二 感染症病床

病院の病床のうち､感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(辛

成10年法律第114号)第6条第2項に規定する二塵感染症､同条第3項に規定する三亜
感染症(結核を除くo)､同条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症及び同条 L

第八項に規定する捲定感染症(同法第7条の規定により同法第19条又は第20条の規
定を準用するものに限るO)旦患畳(同法第8条(同法第7条において準用する場合を含
む｡)の規定により一類感染症､二類感染症､新型インフルエンザ等感染症又は指定感
染症の患者とみなされる者を含む｡)並びに同法第6条第9項に規定する新感染症の所
見がある者を入院させるためのものをいう｡

三 結核病床
病院の病床のうち､結核の患者を入院させるためのものをいう｡

四 療養病床
病院又は診療所の病床のうち､前三号に掲げる病床以外の病床であって､主として

長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるためのものをいう0
五 一般病床

病院又は診療所の病床のうち､前各号に掲げる病床以外のものをいう｡
1



【制度当初～】
病床区分に係る改正の経緯

その他の病床 精神病床 伝染病床 結核病床

高齢化の進展

疾病構造の変化

【特例許可老人病棟の導入 (昭和 58年)】
その他の病床

特例許可老人病棟

1

⊂=コ[::=コ□

精神病床 伝染病床 結核病床
⊂コ[=コロ

･ 高齢化の進展､疾病構造の変化に対応するためには､老人のみならず､広く｢長期療養を必要

とする患者｣の医療に適した施設を作る必要が生じる｡

【療養型病床群制度の創設 (平成 4年)】

その他の病床

特例許可 療養型

老人病棟 病床群

1

蒲神病床 伝染病昧 結核病床

□ [ = ] □

･少子高齢化に伴う疾病構造の変化により､長期にわたり療壬を必要とする患者が増加｡

療養型病床群等の諸制度が創設されたものの､依然として様々な病態の患者が混在｡

【一般病床､療養病床の創設 (平成 12年)●】

患者の病態にふさわしい医療を提供

一般病床 療養病床

長期にわたtJdE暮を

必要とする患者

平成9年改正により､診療所ー±療養型病床群の設置

精神病氏感染症病床結核病床
⊂:コ⊂コロ 2

病院に関する主な構造設備の基準及び人員の標準

一般病床 療養病 床 精神病床 - 感染症病床 結核病床

定 義 精神病床､感染症病 主として長期にわた 精神疾患を有する者を入院させるた 感染症法に規定す 結核の患者を入
床､結核病床､療養 .り療養を必要とする めの病床 る一類感染症､二 醸させるための病

病床以外の病床 患者を入院させるための病床 類感染症及び新感染症の患者を入院させるための病沫 床
1)大学病院等※11)以外の病院

人員配置標準 医師 16:1 医師 48:1医師 . 16:1医師 48:1医師 16:1庭師 16:1

薬剤師 70:1薬剤師 150:1衰剤師 70:1薬剤師 150:1薬剤師 70:1薬剤師 70:1

看護職員 3:1看護職員※2 4:1看護補助者※24:1理学療法士及び作業療法士 病院の実情に応じた適当敬 看護職員 3:1看護職員※34:1看護職員 .3:1看護職員 4:1

(各病床共通)

･歯科医師 歯科､矯正歯科､小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者に対し､16:1
･栄養士 病床数100以上の病院に1人

･診療放射線技師､事務員その他の従業者 病院の実情に応じた適当数

(外来患者関係)

･医師 40:1

･歯科医師 病院の実情に応じた準当数

･薬剤師 外来患者に係る取扱処方せん75:1

※1 大学病院(特定機能病院及び精神病珠のみを有する病院を除く｡)のほか､内科､外科､産婦人科､眼科及び耳鼻咽喉科を

有する100床以上の病院(特定横能病院を除く｡)のことをいう｡
※2平成24年3月31日までは､6:1でも可
※3 当分の聞､看護敬具5:1､看護補助者を合わせて4:1



一般病床 療養病床 楕神病 床 感染症病床 結核病床
1)大学病院等※1 1)以外の病院 ■

必置施 設 ･各科専門の診察室 -般病床の必定施 一般病床の必置施設に加え､ 一般病床の必置施 一般病床の必置施

･手術室 投に加え､ ･精神疾患の特性を踏まえた適切な 設に加え､ 投に加え､

･処置室 ･機能訓練室 医療の提供及び患者の席護のた ･梯械換気簸備 ･機械換気設備

･臨床検査施設 ･談話室 めに必要な施設 ･感染予防のため -･感染予防のため

･エックス線装置 ･食堂 のしや断その他必 のしや断その他必

･調剤所･給食施設･診療に関する詩記録･分べん圭及び新生児の入浴施設.※2･消毒施設･洗濯施設･消火用の機械又は器具 ･浴室 要な施設･一般病床_に必置とされる消毒施設のほかに必要な消毒設備 要な施設･一般病床に必置とされる消毒施設のほかに必要な消毒設備

■病床面積 6.4m'/床 以上く既設)※36.3m2/床 以上(1人部屋)4.aha/床 以上(その他) 6.4ni/床 以上※4 一般病床と同じ 一般病床と同じ. 一般病床と同じ _

※1 大学病院(特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く｡)のほか､内科､外科､産婦人科､眼科及び耳鼻咽喉科を有する

100沫以上の病院(特定機能病院を除く｡)のことをいう｡

※2 産婦人科又は産科を有する病院に限る｡
※3 既設とは､平成13年3月1日時点で既に開設の許可を受けている場合のことをいう.
※4 平成5年4月1日時点で既に開設の許可を受けていた病院内の病床を､平成12年4月1日までに転換して設けられた療養型病床群で

あった場合は､6.Omz/庄 以上 4

基準病床数制度について (参考)

仕組みこ

○ 医療法上の病床の区分(精神病床･結核病床･感染症病床･療養病床及び一般病床)ごとに､全国

統一の算定式により､基準病床数を算定｡

0 ただし､一般病床と療養病床については､それぞれに基準病床数を設定するのではなく､両者の合

計数を｢一般病床･療養病床｣という1つの区分の基準病床数として設定することとなっているO

※ 精 神 病床は道府県の年齢階級別人口1年以上継続 して入院している割合 ､病床利用率等から計算

結核病 床 は､都道府 県において結核 の予防等を図るため必要な数を知事が定める

感染症 病床 は､都道府県の特定感染症指定医療機関等の感染症病床の合計数を基準に知事が定める

一般病 床 ･療養病床 は､二次医療圏ごとの性別 ･年齢階級別人口､病床利用率等から計算

病床過剰地域での病院等の開設許可等

床数を超える地域(病床過剰地域)では､都道府県知事は､公的医療機関等

の新規開設･増床を許可しないことができる｡

○ 一方､民間医療機関については､病床過剰地域であっても､構造設備基準等の要件を満たしている
限り､病院等の開設･増床を許可することとなる｡ただし､都道府県知事は､医療計画の達成の推進の

ために特に必要がある場合には､都道府県医療審議会の意見を聞いて､病院等の開設･増床等に関

して､勧告することができる｡この勧告に従わない場合､厚生労働大臣は､保険医療機関の指定を行

わないことができる｡ 5



基準病床数制度について
病院 ･診療所の病床数については､各都道府県が地域で必要とされる｢基準病床数｣を全国統一の算定式により

算定し､二r塵産病床数｣が｢基準病床数｣を超をる埠域 (虞 床過剰地域)_では､病院開設 ･増床を許可しないことと
なっているO

基準病 床数

○ 都道府県は､以下の算定式に基づき基準病床数

を設定する｡L

r一般病床の基準病床数｣-
((性別 ヰ 齢階級別人口)×(性別･年齢階級別退

院率)×(平均在院日数×0.9)+(流入入院患者)
-(流出入院患者))÷病床利用率

｢療蔓病床の基準病床数｣-
((性別･年齢階級別人口)×(性別･年齢階級別入

院･入所需要率)-(介護施設(介護療養型医療施

設を除く)で対応可能な数)+(流入入院患者)-(読

出入院患者))÷病床利用率

○ ただし､都道府県は､県外への流出患者数が県

内への流入患者数を上回る場合､｢(流出患者数一

流入患者数)×1/3｣を限度として基準病床数を加
算することができる｡

○ さらに､都道府県は､以下に掲げる事情があるとき

は､厚生労働大臣に協議の上その同意を得た病床

数を基準病床数に加算できる｡

◇ 急激な人口の増加が見込まれること

◇ 特定の疾患にり患する者が異常に多くなること

等

既存病 床数

○ 病院の一般病床及び療養病床 ∫

○ 有床診療所の一般病床(平成19年1月1E]以後

に使用許可を受けたものに限る)及び療養病床

○ 介護老人保健施設i=ついては､入所定員数に0.5･
を乗じた数を既存病床数に算定
(※経過措置により､現在は原則算定対象外)

※職域病院等の病床琴の補益
晦域病院等の病風土､部外者が利用している部分を除き{特定′-

の患者のみが利用しているため.既存病床数には算入しない｡ uJ

｢聴域病院等｣

･重症心身障害児施設の病床

リ〈ックベッドが確保されているtCU病床

･国立ハンセン病療養所の病床 等

医療計画制度について

○ 各都道府県が､地域の実情に応じて､当該都道府県における医療提供体制の確保を図るために策定｡

○ 医療提供の量(病戻数)を管理するとともに､質(医療連携･医療安全)を評価｡

○ 医療機能の分化･連携(｢医療連携｣)を推進することにより､急性期から回復期､在宅療養に至るまで､地域全体

で切れ目なく必要な医療が提供されるr地域完結型医療｣を推進｡

平成25年度からの医療計画における記載事項

○ 新たに精神疾患を加えた五疾病玉手薫く※)及び在宅厘疫に係る目標､医療連携体制及び住民への情報提供
推進策

※ 五疾病五事業-五つの疾病(がん､脳卒中､急性心筋梗塞､糖尿病､精神疾患)と五つの事業(救急医療､災害時における
医療､へき地の医療､周産期医療､小児医療(小児救急医療を含む))をいう｡災害時における医療は､東日
本大震災の経緯を踏まえて見直しo

O 地域医療支援センターにおいて実施する事業等による医師､看護師等の医療従事者の確嘩

○ 医療の安全の確保 ○ 二次医療圏 (※)､三次医療圏の設定 ○ 基準病床数の算定 等

※ 国の指針において､一定の人口規模及び一定の患者売人･流出割合に基づく､二次医療圏の設定の考え方を明示し､見直
しを促進｡

上 医療連携体制の構築一明示 】

◇ 五疾病五事業ごとに､必要な医療機能(目標､医療機関に求められる事項等)と各医療機能を担う医療機関の名称

を医療計画に記載し､地域の医療連携体制を構築o

◇ 地域の医療連携体制を分かりやすく示すことにより､住民や患者が地域の医療機能を理解.

◇ 指標により､医療資源.医療連携等に関する現状を把握した上で課題の抽出､数値目標を設定､施策等の策定を



(参考)介護保険事業 (支援)計画について

保険給付の円滑な実施のため､3年間を1期とする介護保険事業 (支援)計画を策定している｡

国の基本指針(法第116条､18.3.31告示314)_ー

○ 介護保険法第116条第 1項に基づき_国が介護保険事業に係る保険給
付の 円滑な実施を確保するための基本指針を定める

※市町村等が介護サービス量を見込むに当たり参酌する標準を示す

市町村介護保険事業計画(法第117条)

○ 区域 (日常生活圏域)の設定

○ 各年度における種類ごとの介護サービス量の見込み (区域毎)

○ 各年度における必要定員総数 (区域毎)
※認知症対応型共同生活介護､地域密着型特定施設入居者生活介護､
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

○ 各年度における地域支援事業の量の見込み

○ その他の事項

都道府県介護保険事業支援計画(法第118条)

○ 区域 (老人福祉圏域)の設定

○ 市町村の計画を踏まネて､介護サービス量の見込み (区域毎)

○ 各年度における必要定員総数 (区域毎)
※介護保険施設､介護専用型特定施設入居者生活介護､地域密着型特定

入居者生活介護､地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
※混合型特定施設に係る必要定員総数を設定することもできる (任意)

○ その他の事項 8

保険料の設定等

○保険料の設定

○市町村長は､地

域密着型の施設
等について､必
要定員総数を超
える場合に､指

定をしないこと

基盤整備

○都道府県知事は～
介護保険施設等に
ついて､必要定員
総数を超える場合
に､指定等をしな
いことができるO
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報酬改定の流れ

診療報酬改定峠､

① 予算編成過程を通じて内閣が決定した改定率を所与の前提として､

② 社会保障審議会星継 巨睦 ､

③ 中央社会償険医療協議会にお巨三二具倦軍を診療報酬点数の設定等に係る零貢義を行い
実施されるものやある｡

【中央社会保険医療協議会の委員構成】

支払側委員と診療側委員とが保険契約の両当事者として協議し､公益委員がこの両者を調整する｢三者構成｣

(D 支払側委員(保険者､被保険者の代表) 7名

② 診療側委員(医師､歯科医師､薬剤師の代表) 7名
③ 公益代表 6名(国会同意人事)



｢平成24年度診療報酬改定の基本方針｣への対応状況について
第 3 4 回 社 会 保 辞 書 能 会 .匡 凍 .部 会 一 i←三

平成24年度改定での主な対応 主な実施状況

1.重点課題

病院勤務医等の負担の大きな医療従事者の負担軽減

･勤務体制の改善等の取組

･救急外来や外来診療の機能分化の推進

･病棟薬剤師や歯科等を含むチーム医療の促進

重篤な小児救急患者に対する救急医療を評価した

小児特定集中治療室管理料の新設

一般病棟入院基本料(13対 1､15対 lk限る)に

おいて､急性期後の患者や状態が軽度悪化した在

宅療養中の患者や介練施設の入所者を受け入れた

場合についての評価として救急･在宅等支援病床初

期加算を新設

医師事務作業補助体制加算について､よりきめ細か

い評価を新設

医師と看護師等との業務分担は､勤務医の負担軽

減策の中で効果が高いため､急性期看護補助体制

加算等について看護補助者のより手厚い配置や夜

間の配置についての評価を新設

夜間､深夜､休日の救急外来受診患者に対し､患者

の来院後速やかに院内トリアージを実施した場合の

評価を新設

二次救急医療機関における深夜･土曜･休 日の救急

搬送患者に対する外来での初期診療に対する夜間

休日救急搬送医学管理料の評価を新設

効率的な医療提供､患者の便益､診療に要する費

用等の観点から､同一日の 2科目の再診料､外来診

療科の評価を新設

病院及び診療所における外来機能の分化を推進

･H24.7の届出医凍機関数(H23.7の届出医療機関数)

･小児特定集rFI治療室管理料.･.1施設

･救急医療管理加算:4,295施設 (4,233施設)

･総合周産期特定集中治療室管理料:ユ0ユ施設

(95施設)1

･医師事務作業補助体制加算:2,154施設

(1,884施設)

･急性期看諌補助体制加算:2,405施設(2,100施設)

･院内トリアージ実施料:病院 887施設

診療所 34施設

･夜間休 日救急搬送医学管理料 :2,833施設

･救急搬送患者地域連携紹介加算:2,474施設

(544施設)

･救急搬送患者地域連携紹介加算:4,750施設

(2,030施設)

･精神科リエゾンチーム加算:38施設

･移植後患者指導管理料:98施設

･外来緩和ケア管理料:169施設

･病棟薬剤業務実施加算:895施設

･H246の算定状況

･救急･在宅等支援病床初期加算:237,730回

･看護職員夜間配置加算･73,155回

し､病院勤務医の負担軽減を図るために､紹介率や

逆紹介率の低い特定機能病院等を紹介なしに受診

した患者に係る初診料等を適正な評価及び一部保

険外併用療養費の枠組みの見直し

一般病棟における精神科医療のニーズの高まりを踏

まえ､一般病棟に入院する患者に対して精神科医

師､専門性の高い看護師等が多職種で連携し､より

質の高い精神科医療を提供した場合の精神科リエゾ

ンチーム加算の評価を新設

臓器移植後､造血幹細胞移植後の外来における医

学管理の手間を勘案し､医師､専門性の高い看護師

等のチームによる移植後患者指導管理料の評価を

新設

外来のがん患者がより質の高い療養生活を送ること

ができるよう､外来緩和ケア管理料の評価を新設

歯科医師等によるチーム医療や医科医療機関との

連携を推進する観点から､頭頚部領域のがん患者

等の周術期における歯科医師の包括的な口腔機能

の管理等として周術期口腔機能管理計画策定町 ､

周術期口腔機能管理料及び周術期専門的口腔衛生

処置の評価を新設するとともに､これらに関連した医

簾機関と連携した歯科医療機関における歯科治療総

合医療管理料及び在宅患者歯科治療総合医療管理

料の評価の対象疾患を拡大

勤務医の負担軽減等の観点から､薬剤師が勤務医

等の負担軽減等に架する業務を一定以上実施して

いる場合の病棟薬剤業務実施加算の評価を新設

･25対1急性期看護補助体制加算

(看護補助者5割以上):391,451回

･25対1急性期看護補助体制加算

(看護補助者5割未満):69,823回

･夜間 50対1急性期看護補助体制加算.128,95声回

･夜間 100対1急性期看護補助体制加算:84,447回

･再診料:607,612回

･外来診療科:602,325回

･周術期口腔機能管理計画策定料 :3,579回

･周術期口腔機能管理料(Ⅰ).989回

･周術期口腔機能管理料(Ⅱ):3,375回

･周術期口腔機能管理料(Ⅲ):1,599回

･周術期専門的口腔衛生処置:817回

･病院医療従事者及び病棟薬剤師や歯科等を含むチー

ム医療については､中医協診療報酬改定結果検証部会

において調査を実施中

<中医協診療報酬改定結果検証部会の評価>

･要件緩和を行った救急搬送患者地域連携紹介加算･受

入加算については算定件数が大きく増加し､他の救急医

療に関連する施設基準についても概ね増加傾向にあるo

･院内トリアージに対す右患者の認知度は 4寄り弱であるに

もかかわらず､トリアージを導入することlち9割の患者が

賛成している｡



2.重点課題

医療と介護の役割分担の明確化と地域における連虜体制の強化の推進及び地域生活を支える在宅医療等の充実

･在宅医簾を担う医療桟関の役割分担や連携の推進

･看取りに至るまでの医療の充実

･早期の在宅療養-の移行や地域生活-の復帰に向

けた取組の促進

･在宅歯科､在宅薬剤管理の充実

･訪問看護の充実

･医療･介護の円滑な連携

在宅医寮を担う医療機関の機能分化と連携等による

機能強化を進めるため､在宅療養支援診療所･在宅

療養支援病院(以下｢在支診･在支病｣とい｡)におい

て､緊急時･夜間の往診料､在宅時医学総合管理

料･特定施設入居時等医学総合管理料等の評価の

引上げ

在宅における緩和ケア等､患者が安心して在宅療養

を行えるよう､医療機関等の専門性の高い看護師と

訪問看護ステーションの看護師が同一日に訪問する

こと等についての訪問看護療養費､在宅患者訪問看

護･指導料の評価を新設及び入院中以外の緩和ケア

のニーズのあるがん患者等について､医療機関等の

専門性の高い看護師と訪問看護ステーションの看護

師が同一日に訪問すること等についての評価を新設

訪問看守ステーションと医療機関との退院時共同指

導等の連携についての評価を新設

居宅-の歯科訪問診療が推進されるよう､在宅療養

支接歯科診療所に属する歯科衛生士が歯科訪問診

療に際して診療の補助を行った場合の評価を新設

在宅業務に十分に対応するためには､相応の体制整

備が必要となることから､在宅業務に十分に対応して

いる薬局に対して在宅患者調剤加算の評価を新設

標梼時間外の訪問看護について､介護保険と同様

の早朝､夜間､深夜加算の評価を新設

介護報酬改定において新サ-ビスの創設や介諸職

･H24.7の届出医療機関数(H23.7の届出医療棟関数)

･機能強化在支診:単独 221施設/連携 2,604施設

･機能強化在支病:単独 138施設/連携 264施設

･在宅患者訪問看護･指導料:292施設

･指定訪問看護事業所･7,658施設

1訪問看護廃車費

悪性腫虜の患者に対する緩和又は裾癒ケアに係る専

門の研修を受けた看護師による場合 :77施設

･在宅患者調剤加算:4,319施設

･在宅療養支援歯科診療所:4,941施設 (4,015施設)

･H246の算定状況(H236の算定状況)_

･看取り加算 2,921回

･退院時共同指導料2.2.284回(1,327回)

･退院前訪問指導料:2484回(2,427回)

･歯科訪問診探補助加算

同一建物居住者以外の場合 :55,685回

同一建物居住者の場合.164,724回

･夜間早朝訪問看護加算:124回

･深夜訪問看吉葉加算.12回

･介誰職員等喝破吸引等指示料ニ437回

<中医協診療報酬改定結果検言正部会の評価>

･在宅医療や三方問看吉劉こついては､各医療機関や介護

保険施設･事業所等の連携がある程度進んでいる｡

員等がたんの吸引等の行為を実施できるようになっ

たことから､たん吸引に係る指示料及び介護保険新

サービスに対する訪問者譲指示料の評価を新設

標準的算定日数を超えて､状態の改善が期待できる

と医学的に判断されない場合の疾患別リハビリテー

ションの評価の見直し

医療保険のリハビリテーションから介護保険のリハビ

リテーション-の円滑な移行を促進するため､介言劉呆

険のリハビリテーション-移行後に医療保険の疾患

別リハビリテーションを算定できる期間を､現在の1か

月間から2か月間に延長

･在宅歯科医療については､患者のニーズは非常に高い

が､医科や介諸との連携において､在宅歯科医療に関す

る情報等の周知等が課題として取り上げられたo

3.改定の視点

(1)患者等から見て分かりやすく納得でき､安心 ･安全で生活の質にも配慮した医療を実現する視点

･医療安全対策等の推進

･患者に対する相談支援体制の充実

･明細書無料発行の促進

･診療報酬点数表における用語･技術の平易化･簡素化

院内感染の防止策について､感染防止対策チーム

の評価を新設

医療従事者と患者との対話を促進するための一定の･;

資格を有する者による患者等に対する相統監口の設

置など､患者サポート体制を充実させている医療機

関への評価として患者サポート体制充実加算を新設

･H24.7の届出医療槻関数

･感染防止対策加算1:956施設

･感染防止対策加算2:2,360施設

･患者サポート休制充実加算:3,208施設

<中医協診療報酬改定結果検証部会の評価>

･患者相軟支援窓口では､患者と医療従事者との対話を

促進するための取組を行っており､患者の 9割が満足感

を得ている｡

(2)医療機能の別 ヒと連携等を通 じて.質が高く効率的な医療を実現する視点

･病院機能にあわせた効率的な入院医療の評価

･慢性期入院医療の適正な評価

･医療の提供が困耗な地域に配慮した医療提供体制の

評価

DPC対象病院ではない出来高算定病院(7対1一般

病棟入院基本料を算定している医療機関等)が､診

療している患者の病筒や実施した医療行為の内容等

についてデータを提出した場合の評価を新設

･H24.7の届出医療機関数

･データ提出加算.1,623施設

･有床診療所緩和ケア診療加算:171施設

･特定一般病棟入院料.2施設



診廉所の機能に着目した評価

医療機関間の連掛 こ対する評価

一般病棟入院基本料(13対1､15対1)算定の病棟

における長期療養患者の評価体系の見直し

2次医療圏において自己完結型の医療を行っている

が､医療提供休制が十分ではなく医療枚関の機能分

化を進めることが困難である地域や離島にある病院

等に対しての評価を新殴

緊急時の受け皿となる病床を確保し､在宅医療を円

滑なものとするため､夜間に看護師が配置されている

有床診虎所について､緩和ケア診廉やターミナルケ

アに関する評価を新設

･H24.6の算定状況

･栄兼サポートチーム加算(地域指定).3回

･看取り加算

在宅療養支援診療所の場合1.168申

その他の場合:3,073回

(3)充実が求められる分野を適切に評価 していく視点

･がん医療の充実

･生活習併病対策の推進

･精神疾患に対する医療の充実

･認知症対策の促進

･感染症対策の推進

･リハビリテーションの充実

･生活の質に配慮した歯科医療の推進

･手術等の医療技術の適切な評価

･医薬品､医療材料等におけるイノベーションの適切な

評価

がん精廉連携計画に基づき地域の医療鴇関で 2度

目のリンパ浮腫指導管理やがん患者カウンセリングを

行った場合の評価を拡大

患者の状態俊や医療機関における治療提供時の体

制を踏まえ､医師の包括的な指示による看護師や放

射線技師等のチームによる毎回の観察を評価する外

来放射線照射診療料わ新設

糖尿病患者に対し､外来において､医師と看護師又

は保健師､管理栄養士が連携して､重点的な医学管

理を行うことについて糖尿病透析予防指導管理料の

評価を新設

精神科救急医療機関に緊急入院した後､状態の落

ち着いた患者について､あらかじめ連携している精

神科医療機関に転院させた場合や､精神科医療機

関が転院を受け入れた場合についての救急支援精

神病棟初期加算の評価を新設

5

･H24.7の届出医療槻関数(H23.7の届出医療機関数)

･がん治療連携管理料 :371施設

･外来放射線照射診療科:353施設

･糖尿病透析予防指導管理料:1,255施設

･児童.思春期精神科入院医療管理料:24施設

･坑精神病特定薬剤治療指導管理料.179施設

･認知症治療病棟入院料1:33.379施設

(31,826施設)

･路知症治療病棟入院料2.1,700施設(1,902施設)

･回復期リハビリテーション病棟入院料1･177施設

･回復期リハビリテーション病棟入院料2二875施設

(962施設)

･回復期リ/＼どソテーション病棟入院料3.167施設

(162施設)

･外来リハビリテーション診療科:3,162施設

･歯科診療特別対応連携加算:590施設(396施設)

小児精神医療が小児病院､精神科病院それぞれに

おいて適切な評価となるよう､児童･思春期精神科入

院医療管理加算を廃止し､児童･思春期精神科入院

医療管理料を新設

精神療養病棟退院患者について､退院支援部署に

よる支援で退院を行った場合の退院調整加算の評価

を新設

認知症治療病棟入院料における夜間の看護補助配

置の評価を新設

認知症と診断された患者について､かかりつけ医が

その後の管理を行うことについて､認知症療養指導

管理料の評価を新設

瓢知症愚者について､夜間に排個や多動等の症状

の増悪を認めることがあり､重度認知症患者デイ.ケ

アにおいて､手厚い人員体制で夜間のケアを行った

場合の評価を新設

認知症の早期診断をより一層推進するため､BPSD

が増悪した認知症患者の締介を受けた専門医療機

関の評価を新設

院内感染の防止策について､感染防止対策チーム

を持つ医療機関同士が相互に感染防止対策に関す

る評価を行った場合の感染防止対策地域連携加算

の評価を新設

回復期リハビリテーション病棟入院料について､より

充実した俸制で､より医学的処置の必要のある患者

や重症な患者を受け入れ､状態改善や在宅復帰を

十分行っている場合の評価を新設

外来でのリハビリテーションにおいて､リハビリテ-シ

6

･H24.6の算定状況(H23.6の算定状況)

tがん患者カウンセリング科･2.165回(1,294回)

･リンパ浮腫指導管理料 .3,360回(2,468回)

･救急支援精神病棟初期加算･264回

･精神病棟入院料 退院調整加算(退院時):302回

･認知症夜間対応加算:15,248回

･認知症療養指導管理料:865回

･夜間ケア加卦:684回

･感染防止対策地域連携加算.47,519回

･精神疾患､認知症対策及びリハビリテーションの充実に

ついては中医協診療報酬改定結果検証部会において調

査を実施中

<中医協診療報酬改定結果検証部会の評価>

･特別対応が必要な患者に舟する歯科治療については､

対応できる施設が少ない､患者の認知度が低いなどとい

った課題とともに､特別対応が必要な患者に対する歯科

診療の負担を軽減するための方法を検討する必要があ

る｡



ヨンスタッフが毎回十分な観察を行い､直ちに医師の

診察が可能な体制をとりつつ､カンファレンス等でリ

/､どリテ-ションの効果や進捗状況を確認している場

合に限り､医師の包括的な措示の下にリハビリテーシ

ョンを提供できるよう､外来リハビリテーション診療料

の評価を新設

著しく歯科診療が困難な患者の状態に応じて､専門

性の高い歯科医療機関からの紹介に基づき､一般の

歯科医療機関で受け入れ外来で診療を行った歯科

診療特別対応地域支援加算の評価を新設

先進医療専門家会話や医療技術評価分科会におけ

る検討結果を踏まえ､手術以外の先進医療技術及び

新規保険収載提案技術の保険導入

新規に区分C2で保険埴用された医療材料につい

て､技術料を新設するとともに､その他の医療材料に

ついても診療行為の実態を踏まえて適切な評価体系

に見直し

･H24.7の届出医療機関数 (H23.7の届出医療機関数)

･早期悪性腫癌大腸粘膜下層剥離術 ･606施設

･植込型補助人工心臓 (拍動流型).33施設(10施設)

･H246の算定状況

･時間内歩行試験:609回

･経皮的放射線治療金属マーカー留置術:29回

(4)効率化余地があると思われる領域を適正化する視点

･後発医薬品の使用促進策

･平均在院日数の減少や社会的入院の是正に向けた

取組の推進

･医薬品,医療機器､検査の市場実勢価格を踏まえた

適正な評価

･相対的に治療効果が低くなった技術の適正な評価

現行の処方せん様式では､｢後発医薬品-の変更が

すべて不可の場合の署名J柵があり､処方医の署名

により処方薬すべてについて変貫不可となる形式と

なっているが,個々の医薬品について変更の可否を

明示する様式に変更

医師が処方せんを交付する際､後発医薬品のある医

薬品について一般名処方が行われた場合の加算を

新設

-般病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本

7

H24.7の届出医療機関数(H237の届出医療機関数)

･後発医薬品調剤体制加算 :32,268施設

(32,268施設)

･後発医薬品使用体制加算 .2,157施設(1,685施設)

･H246の算定状況

･一般名処方加算.13,543,911回

<中医協診療報酬改定磨果横言正部会の評価>

料算定医療機関のうち､金曜入院､月曜退院の割合

が明らかに高い医療機関について､手術や高度の処

置等を伴わない土曜､日曜に算定された入院基本料

の適正

一般病棟入院基本料及び特定機能病院入院基本

料算定医療機関において､午前中の退院がそのほと

んどを占める医療機関について､一定期間以上の入

院であって､高度な処置等の伴わない場合の退院日

における入院基本料の適正

検体検査については､その実施料について衛生検

査所検査料金開査による実勢価格に基づく見直し

慣性維持透析の合併症等に対して､有効性が明ら

かになりつつある新しい血液透析液過について慢性

維持透析潰過､透析液水質確保加算2の評価を新設

･後発医薬品調剤体制加算を算定している薬局は 6割を

超えているが､算定していない薬局は昨年より減少してい

るものの 3割以上存在しているD

･一般名で処力された医薬品のうち6割超が後発医薬品

を選択している.

･後発医薬品の使用促進のためには､｢厚生労働省による

後発品の品質保証が十分であることの周知徹底｣に取り

組んでいく必要がある｡

･なお､後発医薬品の使用状況については､平成 25年度

も調査を実施中｡

･1124.7の届出医療機関数

･透析液水質確保加算2.1.401施設

･H24.6の算定状況

･慢性維持透析患者外来医学管理料 201,829回

注:届出医療機関数については､平成 25年9月4日中央社会保険医療協議会 総-311の数値(平成 24年7月の届出医療機関数等)である｡

:算定状況については､平成 24年社会医療診療行為別調査の数値である｡
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平成24年度診療報酬改定の基本方針

Ⅰ平成24年度診療報酬改定に係る基本的考え

1.基本認識

○ 国民にとって紐舵やそれを支える医療は生活の基姫である｡超高齢社会に

おいても､国民皆が節の高い医療を受け続けるためには､持続可能な医療保

険制度を堅持し､効率的かつ効果的な医棟剛 Rの配分を目指すことが同輩で
ある｡

○ こうした背景を踏まえとりまとめられた｢社会保障･税一体改革成案｣(平

成 23年6月 30日政府 ･与党社会降幡脚 剤那寸本部決定)に沿って､病院 ･

病床機能の分化 ･強化と適11311(急性期医療-の医療蘇折の典中投入等)､在

宅医楯の充実､盈点化 ･効率化等を着実に実現していく必要があり､2025

年のイメージを見据えつつ､計画的な対応を馴 糾勺に実施していくこととし､

今回の改定をあるべき医療の実現に向けた第一捗とするべきである0

○ また､次期改定は介紗鞭酬との同時改定であり､今後増大する医療 ･介護

ニ｢ズを見据えながら､■地域の既存の資源を情かした地域包括ケアシステム

の柄額を経過し､医療サービスと介讃サービスを切れ 目なく操供するととも

に､.双方の役割分担と迎損をこれまで以上に進めることが必要である.

0 さらに､敢重な医療資源の効率的かつ効刺 勺な利用のためには､医療関係

者や行政､保険者の努力はもちろんのこと､憩者や国民も適切な受診をはじ

めとした意織を持ち､それぞれの立場での取組を進めるべきである0

○ 中長期的な視点も含め､診療報酬については､医療計画をはじめとした地

域医療の実情にも対応することが求められており､また､医療提供体制の強

化については､診療報酬のみならず医療法等の法令や､補助金等の予算措置

など､あらゆる手段を総合的に用いることにより実現していくべきである｡

2.__重点毘堕

○ 次期診療報酬改定においては､｢社会保障 ･税一体改革成案｣等を踏まえ､

上記のような基本的な羅織の下､以下の課題について重点的に取り組むべき

である｡

○ 現在の医療･医療保険をとりまく状況に鑑み､平成 24年度改定において

は､引き続き､救急､産科､小児､外科等の急性期医療を適切に提供してい

くとい う観点から､病院勤務医等の負担の大きな医療従事者の負担軽減につ

いて､重点課題 とするべきである｡

○ また､今回の改定が診療報酬と介護報酬の同時改定であることも踏まえ､

医療と介護の役割分担の明確化と地域における連携体制の強化の推進及び

地域生活を支える在宅医療等の充実に向けた取組について重点課題 とする

べきである｡

3._改定の視点

○ がん医療､認知症医療など､国民が安心 して生活することができるため

に必要な分野については充実していくことが必要であり､｢充実が求められ

る分野を適切に評価 していく視点｣を改定の視点として位置付けることと

する｡

○ 患者が医療サービスの利用者 として必要な情報に基づき納得 し､自覚を持

った上で医療に参加 していけること､生活の質という観点も含め患者一人一

人が心身の状態にあった医療を受けることが求められており､｢患者等から

見て分かりやすく納得でき､安心 ･安全で生活の質にも配慮 した医療を実

現する視点｣を､改定の視点として位置付け･ることとする｡

○ 持続可能な医療保険制度を堅持 していくためには､質が高く効率的な医療

を提供 していく必要があり､急性期､亜急性期､慢性期等の機能分化や､在

宅医療等､地域における切れ目のない医療の提供､安心して看取り･看取ら

れる場の確保等を目指 していくことが必要であり､｢医療機能の分化 と連携

等を通 じて､質が高く効率的な医療を実現する視点｣を､改定の視点とし

て位置付けることとする｡

○ 医療費は国民の保険料､公費､患者の負担を財源としてお り､適正化余地

のある分野については適正化していくとともに､患者自身の医療費の適正化



に関する自覚も重要であり､｢効率化余地があると思われる領域を適正化す

る視点｣を改定の視点として位置付けることとする｡

Ⅱ 平成24年度診療報酬改定の基本方針(二つの重点陳題と四つの視点から)

1__._重点課題

(1~)病院勤務医等の負担の大きな医療従事者の負担軽減

○ 今後とも引き続き､救急､産科､小児､外科等の急性期医療を適切に提

供していくことが重要であり､こうした観点からも､病院勤務医等の負担

の大きな医療従事者の負担軽減に取り組んでいくべきである｡

○ このため､勤務体制の改善等の取組､救急外来や外来診療の機能分化の推

進､病棟薬剤師や歯科等を含むチーム医療の促進などに対する適切な評価に

ついて検討するべきである｡

(2)医療と介護の役割分担の明確化と地域における連携体制の強化の推進及

び地域生活を支える在宅医療等の充実

○ 今後増大する医療ニーズを見据えながら､医療と介絹の役割分担の明確

化と連携を通 じて､効率的で質の高い医療を提供するとともに､地域で安

心して懲らせるための医療の充実を図る必要がある｡

O-このため､在宅医療を担う医療機関の役割分担や連携の推進､看取りに

至るまでの医療の充実､早期の在宅療養-の移行や地域生活-の復帰に向

けた取組の促進､地域における療養の質の向上に向けた在宅歯科､荏宅薬

剤管理の充実､退院直後等の医療ニーズの高い者-の重点化等の訪問看護

の充実､'維持期 (生活期)のリハビリテーション等における医療 ･介護の

円滑な連携などに対する適切な評価について検討するべきである｡

旦L四つの視点

(1)充実が求められる分野を適切に評価していく視点

○ 我が国の医療において､充実が求められる領域については､それを適切

に評価していくことにより､国民の安心 ･安全を確保する必要がある｡

○ このため､緩和ケアを含むがん医療の充実､生活習慣病対策の推進､身

体疾患を合併する精神疾患救急患者-の対応等の精神疾患に対する医療の

充実､早期診断及び重度の周辺症状-の適切な対応等の認知症対策の促進､

感染症対策の推進､リハビリテーションの充実､生活の質に配慮した歯科

医療の推進などに関する適切な評価について検討するべきである｡

○ さらに､手術等の医療技術の適切な評価について検討するとともに､医

薬品､医療材料等におけるイノベーションの適切な評価についても検討す

るべきである｡

(2)患者等から見て分かりやすく納得でき､安心 ･安全で生活の質にも配慮

した医療を実現する視点

○ 患者の視点に立った医療の実現のため､受けた医療や､診療報酬制度が

患者等から診てわかりやすいものとするなどの取組を継続させていくこと

が必要であるD

o このため､医療安全対策等の推進､退院支援の充実等の患者に対する相

談支援体制の充実に対する適切な評価､明細春作料発行の促進､診療報酬

点数表における用語 ･技術の平易化 ･簡素化などについて検討するべきで

ある｡

(3)医療機能の分化と連携等を通じて､質が高く効率的な医療を実現する視

点

○ 限られた医療資源の中で､国民に質の高い医療を提供し､かつ､効率的

な医療を実現していくためには､医療機能の分化と連携等について診療租

酬上のさらなる効果的な評価を検討することが重要である｡

○ このため､急性期､亜急性期等の病院機能にあわせた効率的な入院医療

の評価､慢性期入院医療の適正な評価､医療の提供が困難な地域に配慮し

た医療提供体制の評価､診療所の機能に着目した評価､医療機関間の連携

に対する評価などについて検討するべきである｡

(4)効率化余地があると思われる領域を適正化する視点

○ 今後医療費が増大していくことが見込まれるなかで､効率化余地がある
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領域については適正化を推進 していくことが､患者負担や保険料への影響
等の観点からも重要である｡

○ このため､後発医薬品の使用促進策､平均在院日数の減少や社会的入院

の是正に向けた取組の推進などについて検討するべきである｡

○ まT=-1医薬品､医療機器､検査については､市場実勢価格を踏まえた適正

な評価を行 うとともに､技術についても､相対的に治療効果が低くなった技

術の置き換えが進むよう､適正な評価について検討を行 うべきである｡

Ⅲ将来を見据えた課題

○ 診療報酬が果たす役割も踏まえ､来年度の改定のみならず､超高齢社会

のあるべき医療の姿を見据えっっ､引き続き､｢社会保障 ･税一体改革成案｣

において､2025年の姿として描かれた病院 ･病床機能の分化 ･強化と連携､

在宅医療の充実､重点化 ･効率化等の推進等に取り組んでいく必要がある｡

○ すなわち､急性期､亜急性期､燥性期等の病院 ･病床機能の分化､強化､

これ と併せた地域に密着 した病床における急性期医療､亜急性期医療や慢

性期医療等の一体的な対応､外来診療の役割分担､在宅医療の充実などに

ついて臥 今後とも､その推進に向けた評価の検討に取り組んでいくべき
である｡

○ その際には､地域医療の実情も踏まえた上で､医療計画の策定をはじめ､

補助金等の予射 管置､保険者の取組 といった様々な手段との役割分担を明

確にするとともに､これ らの施策や医療法等の法令と効果的に相互作用し､

補い合 う診療辛脚 の在 り方について､引き続き検由を行 うべきであるa

O また､持続可能で質の高い医療保険制度の堅持に向けて､効率的かつ効

果的な医療資源の配分を行 うため､これまでの評価方法や基準の軸にとら

われず､より良い手法の確立に向けて検討を行うべきである｡

○ さらに､将来的には､医療技術等について､さらなるイノベーションの

評価や､開発インセンティブを確保 しつつ､費用と効果を勘案した評価方

法を導入することについて､検討を行っていく必要がある｡

Ⅰ 平成 22年度診療報酬改定に係る基本的考え方

L._農本認織 ･重点課題等

○ 医療は､国民の安心の基姫であり､国民一人一人が必要とする医療を適切

に受けられる′環境を整備するため､医療提供者や行政､保険者の努力はもち

ろんのこと､患者や国民も適切な受診をはじめとする協力を行うなど､各人

がそれぞれの立場で不断の取組を進めていくことが求められるところであ

る｡

○ 我が国の医療費が国際的にみてもGDPに対して極めて低水準にあるな

かで､これまで医療現場の努力により､効率的で質の高い医療を提供してき

たところであるが､高齢化の進展による患者増などにより､医療現場は疲弊

してきている｡

○ 前回の診療報酬改定においても､こうした医療現場の疲弊や医師不足など

の課題が指摘される中で所要の改定が行われたところであるが､これらの昧

題は必ずしも解消しておらず､我が国の医療は､依然として危機的な状況に

置かれている｡

○ このような状況については､前回改定の改定率が必ずしも十分でなかった

ために､医療現場が抱える各種の現題が解消できなかったと考えられること

から､今回の改定においては､医療費全体の底上げを行うことにより対応す

べきであるとの意見があった｡一方で､貸金の低下や失業率の上昇など､国

民生活も厳 しい状況に置かれてお り､また､俸険財政も極めて厳 しい状況に

ある中で､医療費全体を引き上げる状況にはなく､限られた財源の中で､医

療費の配分の大幅な見直しを行うことにより対応すべきとの意見があった｡

また､配分の見直しのみでは医療危機を食い止めることは困難なところまで

きているので､今回は医療費全体の底上げと配分の見直しの両者により対応

すべきとの意見があった｡



○ このよ うな議論を踏まえた上で､平成 22年度診療報酬改定においては､

鳩 息1--産科･小児･外科等甲圧痛の耳JIiJ及び r痛快勤務医の負鮎o過 塞

上巳療従嘉者の壇Aに車める医療機N人の支直し｣を改定のJL点最早 とヒエ

取り組むべきである｡

○ また､その際には､診療報酬だけで現在の医療が抱える課題の全てを解決

できるものではないことか ら､診療報酬が果たすべき役割を明確にしつつ､

地域特性-の配慮や使途の特定 といった特性を持つ補助金をは じめとする

他の施策 との役割分担を進めていくべきである｡

2,_.改定の視卓

O ｢救急､産科､小児､外科等の医嫌の再建｣､｢病院勤務医の負担の軽減 (医

療従事者の増長に努める医療機関-の支援)｣といった重点陳腐以外にも､

がん対策や終知症対策など､国民の安心 ･安全を確保 していく観点から充実

が求められている領域も存在 している｡

このため､｢充実が求められる領嘘呑適 切に評適 していく洩 息 ｣を今回の

診療報酬改定の視点の一つとして位置付けるべきである｡

○ 一方､医療は､これを纏供する側 と受ける側との協働作巣であり､患者が

必要な情報に基づき納得 した上で医療に参加 していける環境を整えること

や､安全であることはもちろん､生活の質という観点も含め､患者一人一人

の心身の状態にあった医療を受けられるようにすることが求められる｡

このため､｢甲 から見て分か りやすく納得でき､卦 b･安全で,__生豊里

豊にも配慮した医療を実現する塀息｣を今回の診療報酬改定の視点の一つと

して位置付けるべきである｡

○ また､患者の視点に立った場合､質の高い医療をより効率的に受けられる

ようにすることも求められるが､これを実現するためには､国民一人一人が

日頃から自らの健康管理に気を付けることはもちろんのこと､生活習慣病等

の発症を予防する保健施策 との連携を図るとともに､医療だけでなく､介護

も含めた機能分化と連携を推進 していくことが必要である｡

このため､唱 虚 と介雄の機能分化と連携の推進等を1通じて､質が高_く盈

串的･な医療~を実現する硯鼻｣を今回の診療報酬改定の視点の-つとして位置

付けるべきである｡

○ 次に､医療を支える財源を考えた場合､医療費は保険料や公費､患者負担

を財振 としてお り､国民の負担の軽減の観点から､効率化の余地があると思

われ る領域については､その適正化を図ることが求められるQ

このため､｢効率化の余地があると思われる領域を適正化する視点｣を今

回の診療報酬改定の視点の一つとして位置付けるべきである｡

Ⅱ 平成 22年度診療報酬改定の基本方針 (2つの重点課題と4つの視点から)

1.重点課題

(1)■救急､産科､小児､外科等の医療の_再建

○ 我が国の医療が置かれている危機的な状況を解消し､国民に安心感を与え

る医療 を実現していくた桝 こは､それぞれの地域で関係者が十分に連携を図

りつつ､救急､産科､小児､外科等の医療を適切に提供できる体制をさらに

充実させていくことが必要セある｡

○ このため､地域連携による救急患者の受入れの推進や､小児や妊産婦を含

めた救急患者を受け入れる医療機関に対する評価､新生児等の救急搬送を担 う

医師の活動の評価や､急性期後の受け皿としての有床診療所も含めた後方病

床 ･在宅療養の機能強化､手術の適正評価などについて検討するべきである｡

(2)病暁勤務医の負担の軽減 _(医療従事者の増員に努める医療機関-の支捜)__

○ また､救急､産科､小児､外科等の医療を適切に提供できる体制を充実さ

せていくためにも､これ らの医療の中心的役割を担 う病院勤務医の過酷な業

務に関する負担ゐ軽減を図ることが必要であり､そゐためには､これらの医

療を担 う医療機関の従事者の確保や増員､さらには定着を図ることが出来る

ような環境を整備することが必要である｡

○ このため､看護師や薬剤師等医師以外の医療職が担 う役割の評価や､看護

補助者等医療職以外の職員が担 う役割の評価など､入院医療の充実を図る観

点からの評価について検討するとともに､医療クラークの配置の促進など､

医師の業務そのものを減少 させる取組に対する評価などについて検討する

べきである｡



○ また､診療所を含めた地域の医療機関や医療 ･介護関係職種が､連携 しつ

つ､それぞれの役割を果たしていけるような仕組みが適切に機能することが､

病院勤務医の負担の軽減につながると考えられることから､この点を踏まえ

た診療報酬上の評価について検討するべきである｡

2.4つの視点

(1)充実が求められる領域を適切に評価 していく現鼻

○ 国民の安心 ･安全を確保 していくためには､我が国の医療の中で充実が求

められている領域~については､診療報酬においても適切に評価 していくこと

が求められる｡

○ このため､がん医療の推進や認知症医療の推進､新型インフルエンザや結

核等の感染症対策の推進や肝炎対策の推進､質の高い精神科入院医療の推進

や歯科医療の充実などに対する適切な評価について検討するべきである｡

〇 一万､手術以外の医療技術の適正評価についても検討するとともに､新 し

い医療技術や医薬品等については､イノベ-ショシの適切な評価について検

討するべきである｡･

(2

医療萱実現する視点

○ 医療は､これを提供する側と受ける側との協働作業であり､患者の視点に

立った場合､分かりやすくて納得でき､安心 ･安全で､生活の質にも配慮し

た医療を実現することが求められる｡

○ このため､医療の透卿 ヒや､診療報酬を患者等に分かりやすいものとする

ことなどを検討するほか､医療安全対策の推進や､患者一人一人の心身の特

性や生子音の質に配慮 した医療の実現､疾病の重症化予防などに対する適切な

評価について検討するべきである｡

i牡 医療上介注の機能分化と連携の推進等を通じて.質が高く効率的な医療を実

現する_視点

○ 患者一人一人の心身の状態にあった質の高いサービスをより効率的に受け

られ るrようにするためには､医療と介護の機能分化 と連携を推進 していくこ

とな どが必要であり､医療機関 ･介護事業所間の連携や医療職種 ･介護職種

間の連携などを推進していくことが必要である｡

○ このため､質が高く効率的な急性期入院医療や回復期 リハビリテ~ション

等の推進や､在宅医療や訪問看護､在宅歯科医療の推進など､医療と介護の

機能分化と連携などに対する適切な評価について検討するべきである｡

○ その際には､医療職種はもちろんのこと､介護関係者をも含めた多職種間

の連携 などに対する適切な評価についても検討するべきであるD

也 _遡畢 世塵埠がある_i_･EP.弛 れる領域を適lE化する視点

○ 医療費は保険料や公費､患者負担を財源としてお り･国民の負担を軽減す

る観点から､効率化の余地があると思われる領域については､その適正化を

図ることが求められる｡

○ このため､後発医薬品の使用促進や､市場実勢価格等を踏まえた､医薬品 ･

医療材料 ･検査の適正評価などについて検討するべきである｡

○ また､相対的に治療効果が低くなった技術については､新 しい技術-の荘

き換えが着実に進むよう､適正な評価の在 り方について検討するべきである｡

0 75歳以上の方のみに適用される診療報酬については､若人 と比較 した場

合､複数の疾病に篠息しやすく､また､治療が長期化 Lやすいという高齢者

の心身の特性等にふさわしい医療を提供するという趣旨 .目的から設けられ

たものであるが､行政の周知不足もあり､高齢者をは･じめ国民の方々の理解

を得 られなかったところであり､また､中央社会保険医療協集会が行った調

査によれば､必ず しも活用が進んでいない実態等も明らかになったところで

ある｡

○ このため､75歳以上という年齢に着 目した診療報酬体系については･後

期高齢者医療制度本体の見直しに先行 して廃止することとするが､このよう

な診療報酬が設けられた趣旨 ･目的にも配慮 しつつ､具体的な報酬設定を検

討することとするべきである｡



平成20年度診療報酬改定の基本方針

0 中央社会保険医療協議会におかれては､本基本方針の趣旨を十分に跨まえ

た上で､国民･患者の医療ニーズに即した具体的な診療報酬の改定案の審議

を進められることを希望する｡

平成1 9年 .1 2月 3日
社会保障審議会医療保険部会
社 会 保障審議会 医療 部会

1平成20年度診療報酬改定に係る基本的考え

(1)国民の健康 t長寿という人間にとって一番大事な価値を実現するためには､

国民の安心の基盤として､質の高い医療を効率的に提供する医療提供体制の

構築と､将来にわたる国民皆保険制度の堅持とが不可欠であり､各地域で必

要な医療の確保を図るためにも､不断の取組が求められる｡

(2)したがって､今回改定においても､前回改定に際して当部会が策定した｢平

成18年度診療報酬改定の基本方針｣(平成17年 11月)に示した ｢基本的

な医療政策の方向性｣､｢4つの視点｣等 (別紙参照)を基本的に継承しつつ､

以下の現状を十分に認識して対応するべきである｡

(3)すなわち､現在､産科や小児科をはじめとする医師不足により､地域で必

要な医療が受けられないとの不安が国民にある｡医療は地域生活に欠くべか

らざるものであり､誰もが安心 ･納得して地域で必要な医療を受けられるよ

う､また､地域の医療従事者が誇りと達成感を持って働ける医療現場を作っ

ていけるよう､万全を期す必要がある｡

(4)平成20年度診療報酬改定は､保険財政の状況､物価 ･賃金等のマクロの

経済指標の動向､全国の医療機関の収支状況等を踏まえつつ､基本的な医療

･政策の方向性や地域医療を巡る厳しい現状を十分に認識した上で行う必要が

ある｡具体的には､医師確保対策として､産科や小児科をはじめとする病院

勤務医の負担軽減を重点的に図ることについて､今回診療報酬改定における

全体を通じた緊急課題として位置付けるべきである｡



2今回改定の基本方針 (緊急課題と4つの視点から)

⊥緊魯課題】産科や4埴 科をはじめとする病院勤務医の負担鴫 避

産科や小児科をはじめとする病院勤務医の負担軽減を図るためには､産科

や小児科-の重点評価を行いつつ､病院内での取組及び病院が所在する地域

での取組を推進することが必要となる｡

(産科 ･小児科への重点評価)

ア 産科や小児科の診療科における病院勤務医の負担軽減を図る観点から､産

科医療については､ハイリスク妊産婦や母胎搬送への対応が充実するよう､

また､小児医療については､これまでの評価の充実等も踏まえつつ､特に手

厚い体制の専門的な医療を提供する医療機関に対しての評価の在り方につ

いて検討するべきである｡

(診療所 ･病院の役割分担等)

イ 病院勤務医の負担軽減や診療所と病院との機能分担と相互連携を進める観

点から､診療所における夜間開業の評価の在り方や､大病院が入院医療の比

重を高めていくことを促進する評価の在り方について検討するべきである｡

(病院勤務医の事務負担の軽減)

ウ_病院勤務医の負担軽減を重点的に図るためには､医師が必ずしも自ら行う

必要のない書類作成等の業務について､医師以外の者に担わせることができ

る体制の充実を促進するための評価の在り方について検討するべきである｡

(1)患者から見て分かりやすく-､患者の生活02質 (_QiQL)を高める医療を寒現

す6'甥点_

患者にとって安全 ･安心 ･納得の医療を実現するためには､まず患者から見

てわかりやすい医療としていくことが前提であり､患者に対し医療に関する積

極的な情報提供を推進していくことが必要であるとともに､患者の生活の質

(QOL)を高める医療を提供していくことが必要である｡

(医療費の内容の情報提供)

ァ 平成 18年度診療報酬改定では､保険医療機関に対し医療費の内容の分か

る領収書の発行を義務付けたが､さらに､患者の要請に応じて医療機関が明

細書を発行する仕組みの在り方について検討するべきである｡

(分か りやすい診療報酬体系等)

イ 平成 18年度診療報酬改定では､診療報酬体系を患者にとって分かりやす

いものとする取組を行ったが､医療費の内容の分かる領収書や明細書の発行

の広がりも踏まえ､分かりやすさの観点からの診療報酬体系や個々の評価項

目の算定要件について､さらに必要な見直しを行うべきである｡

(生活を重視した医療)

り 患者の生活を重視する視点から､がん医療などについて､質を確保しつつ

外来医療への移行を図るための評価の在り方について検討するべきである｡

また､例えば､生活習慣病に羅患した勤労者､自営業者等が無理なく継続し

て受診できるよう､夕刻以降の診療所の開業の評価の在り方について･検討

するべきである (緊急課題のイの一部再掲)0

(保険薬局の機能弓削ヒ)

ェ 診療所の夜間開業等に伴い､患者が必要な医薬品の提供を受けられるよう

にするため､地域単位での薬局における調剤の休日夜間や24時間対応の体

制などに対する評価d)在り方について検討するべきである｡

※ ｢病院勤務医の事務負担の軽減｣(緊急課題のり)は､この(1)の視点にも位置付けられ

る｡

礼遇 些貰い医療を由率的(=提供するために医療機能の酬 い 連携を推進する視
占EZ王一コ

質の高い医療を効率的に提供するため､地域の医療機能の適切な分化 ･連携

を進め､急性期から回復期､慢性期を経て在宅療養への切れ目のない医療の売

れを作り､患者が安心 ･納得して早く自宅に戻れるようにすることで､患者の

生活の質 (QOL)を高め､また､必要かつ十分な医療を受けつつトータルな

治療期間 (在院日数を含む｡)が短くなる仕組みを充実していくことが必要で7

ある｡



(質が高い効率的な入院医療の推進)

ア 医療計画見直し等の医療法改正を踏まえ､病院等の医療機能の分化 ･連携

を図るとともに､医療資源を効果的 ･効率的に投入することにより､必要か

つ十分な医療を確保しつつ､引き続き､平均在院日数の短縮に取り組んでい

くことが必要であるらこのため､入院医療の評価の在り方や､急性期入院医

療における診断群分類別包括評価 (DPC)の支払い対象病院の在り方や拡

大等について､引き続き､検討するべきである｡

(質の評価手法の検討)

イ 医療の質については､医師の経験年数や有すべき施設といった提供側が具

備すべき要件を設けること等により確保してきたが､提供された医療の結果

により質を評価する手法についても検討していくべきである｡

(医療ニーズに着目した評価)

ウ 医療行為や7対1入院基本料等における医療従事者の配置について､真の

医療ニーズや果たすべき役割に応じたものであるかどうかについて検討し､

適切な評価の在り方について検討するべきである｡

(在宅医療の推進)

エ 在宅医療については､緩和ケアに関するニーズの高まりなど在宅医療が変

化している状況を踏まえ､在宅療養支援診療所等を中心とした医療関係者間

の連携や､介護 ･福祉関係者との連携､在宅歯科医療､訪問薬剤指導､訪問

看護等の充実を含め､在宅医療が更に推進されるような評価の在り方につい

て検討するべきである｡･

(歯科医療の充実)

オ 歯科診療に関する指針の見直し等を踏まえ､口腔機能を含めた総合的な管

理と併せ､歯や口腔機能を長期的に維持する技術等についての評価の在り方

について検討するべきである｡

※ ｢産科 ･小児科への重点評価｣(緊急課題のア)､｢診療所 t病院の役割分担等｣(同イ)､

｢病院勤務医の事務負担の蛭減｣(同り)は､この(2)の視点にも位置付けられる｡

宣iJ方について検討する視点

我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域について

は､国民の安心 ･納得や制度の持続可能性を確保し､経済 ･財政とも均衡がと

れたものとするといった観点も踏まえつつ､その評価の在り方について検討し

ていくことが必要である｡

(がん医療の推進)

ァ ｢がん対策推進基本計画｣に基づき､がん医療の推進が求められてい句が､

放射線療法や化学療法の普及､がん医療の均てん化や緩和ケアの推進等のた

めの評価の在り方について検討するべきである｡

(脳卒中対策)

イ 脳卒中については､高齢化の進展とともに､患者数が急増しており､発症

後生命が助かったとしても後遺症が発生する頻度が高いことから･医療計画

に沿って､発症後早期の治療体制や地域連携クリティカルパスを用いた円滑

な医療提供体制の構築等が進むよう､評価の在り方について検討するべきで

.ある｡ .

(自殺対策 ･子どもの心の対策)

り 我が国の自殺者の増加に対応するため､内科等で身体症状を訴える患者で

うつ病等の可能性がある場合に精神科医療と連携する取組や､救急外来に搬

送された自殺企図者に対して再度の自殺企図の防止のための精神科医を合

めた総合的な診療が進むよう､評価の在り方について検討するべきであるQ

また､子どもの心の問題については､必要な医療が十分に提供されるよう､

長時間や長期間にわたることが多い外来診療や､心の問題を専門に取り扱う

医療機関についての評価の在り方について検討するべきである｡

(医療安全の推進と新しい技術等の評価)

ェ 医療の基礎である医療安全の更なる伺上の観点から､このための新しい取

組等に対する評価の在り方を検討するべきである｡また､医療技術等の進展

と普及に伴い､新しい技術等について療養の給付の対象とすることを検討す

るとともに､相対的に治療効果が低くなった技術等は､新しい技術への置換

えが着実に進むよう､適正な評価の在り方について検討するべきである｡



(イノベーション等の評価)

オ 医薬品及び医療機器については､革新的な新薬等を適切に評価できるよう

薬価制度等を見直す一方で､後発医薬品の更なる使用促進のための仕組みや

環境整備の方策について検討するべきである｡

(オンライン化 ･IT化の促進)

力 保険医療機関においては､レセプトのオンライン化が段階的に義務付けら

れることとなっており､これを含め̀た IT化は､患者､医療機関､保険者､

審査支払機関等それぞれにメリットがある｡オンライン化が義務付けられる

時期が到来していない保険医療機関において､引き続き､オンライン化への

対応を含めた IT化が積極的に推進されるような評価の在り方について横取

するべきである｡

※ ｢産科 ･小児科-の重点評価｣(緊急課題のア)､一｢病院勤務医の事務負担の軽減｣(同り)

は､この(3)の視点にも位置付けられる｡

(4)医療費の配分の中で効率化余鞄があ_尋と思われる領域q)評価の在り方につい_

て検討する過重

国民の安心 ･納得や制度の持続可能性を確保し､経済 ･財政と均衡がとれた

ものとするといった観点を踏まえつつ､今後重点的に対応していくべきと思わ

れる領域の適切な評価を行っていくためには､医療費の配分の中で効率化余地

があると思われる領域について､その適正化を図.る方向で､評価の在り方につ

いて検討していくことが必要である｡

(新しい技術への置換え)

ア 医療技術等の進展と普及に伴い､新しい技術等について療養の給付の対象

とすることを検討するとともに､相対的に治療効果が低くなった技術等は､

新しい技術への置換えが着実に進むよう､適正な評価の在り方について検討

するべきである ((3)の工の一部再掲)0

(後発品の使用促進等)

イ 医薬品及び医療機器については､革新的な新薬等を適切に評価できるよう

薬価制度等を見直す一方でJ後発医薬品の更なる使用促進のための仕組みや

環境整備の方策について検討するべきである ((3)のオの再掲)0

(市場実勢価格の反映)

り 医薬品､医療材料､検査等のいわゆる･rもの代｣については､市場実勢価

●格等を踏まえた適正な評価を進めるべきである｡

(医療ニーズに着目した評価)

ェ 医療行為や7対1入院基本料等における医療従事者の配置に?いて･真の

医療ニーズや果たすべき役割に応じたものであるかどうかについて検討し･

適切な評価の在り方について検討するべきである((2)のりの再掲)｡

(その他効率化や適正化すべき項目)

オ 平成 18年度診療報酬改定においては･コンタクトレンズに係る診療等に

関して適正化を行ったところであるが､実態を十分に踏まえて､さらに効率

化 ･適正化すべきと認められる項目については､適正な評価を行うよう検討

するべきである｡

後期高齢者医療の新たな診療報酬体系については､｢後期高齢者医療の診

療報酬体系の骨子｣(平成19年10月10日｡後期高齢者医療の在り方に関

する特別部会)が定められたところであるが､中央社会保険医療協議会 (以

下 ｢中医協｣という｡)においては､この趣旨を十分に踏まえた上で審掛 鳩

められることを希望する｡

匡垂 を亘∃

中医協におかれては､本基本方針の趣旨を十分に踏まえた上で･国民 ･患

者の医療ニーズに即した具体的な診療報酬の改定案の審議を進められるこ

とを希望する｡



(別紙)

平成18年度診療報酬改定の基本方針 (抄)

平 成 1 7 年 1 1月 2 5 日

社会保障 審 議会医療保険部会

社 会 保 障 審 議 会 医 療 部 会

1 平成 18年度診療報酬改定に係る基本的考え方 (抄)

○ 今後の基本的な医療政策の方向性としては､

･ 医療を受ける主休である患者本人が､医療に積極的かつ主体的に参加し､必要な情報

に基づき適切な選択を行うなど患者自身が選択して､患者本人が求める医療を提供して

いく､という患者本位の医療が提供される仕組みを構築していくこと

･ 生活習慣病の予防に積極的に取り組むとともに､風 こ入院加療が必要となった場合に

あっても､早期に在宅に復帰し､生活の質 (QOL),を高めながら､自らの生活の場に

おいて必要な医療を受けることができる体制を構築していくこと

･ 人口構成等の構造変化に柔軟に対応するとともに､経済 ･財政とも均衡がとれ､国民

の安心や制度の持続可能性を確保するといった観点から見直しを行い､経済 ･財政とも

均衡がとれたものとするために過大 ･不必要な伸びを具体的に厳しく抑制することを通

じて､将来にわたり国民皆保険制度を堅持していくこと

が求められていると言える｡

○ 平成18年度診療報酬改定は､保険財政の状況､物価 ･賃金等のマクロの経済指標の動

向､全国の医療機関の収支状況等を踏まえつつ､今後の基本的な医療政策の方向性に係る

上記のような認識に立って行われるべきであり､具体的には､以下の4つの視点から改定

が行われるべきである｡

(か 患者から見て分かりやすく､患者の生活の質 (QOL)を高める医療を実現する視点

(塾 質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化 ･連携を推進する視点

③ 我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価の在り方

について検討する視点

④ 医療費の配分の中で効率化余地があると思われる領域の評価の在り方について検討

する視点

○ 具体的な診療報酬点数の設定に当たっては､基本的な医療政策の方向性を明確にしない

ま章診療報酬施策によって医療機関の診療行動や患者の受療行動を誘導しようとするので

はなく､基本的な医療政策の方向性に沿って個別の診療報酬点数を設定していく中で対応

していくことを基本とするべきである｡

〇 一万､基本的な医療政策の方向性に必ずしも沿ったものではない医療については､単に

診療報酬点数上の評価の適正化を行うだけでなく､｢必要かつ適切な医療は基本的に保険診

療により確保する｣という国民皆保険制度の理念を基本に据えつつ､特に患者の選択に係

るようなも･のについては､保険診療と保険外診療との併用を認める制度の活用により､応

分の負担をしていただくことも含め､検討していくべきである｡



平成18年度診療報酬改定の基本方針

参 考 資 料 4

平 成 18年 度 診 療 報 酬 改 定 の 基 本 方 針

平成17年 1 1月 25日社会保障審議会医療保険部会
社会保障審議会 医療部会

1 平成18年度診療報酬改定に係る基本的考え

○ 国民の健康 .長寿という人間にとって一番大事な価値を実現するためには､

国民の安心の基盤として､質の高い医療を効率的に提供する医療提供体制の

構築と､将来にわたる国民皆保険制度の堅持とが不可欠である｡

○ 今後の基本的な医療政策の方向性としては､

･ 医療を受ける主体である患者本人が､医療に積極的かつ主体的に参加し､

必要な情報に基づき患者自身が選択して､患者本人が求める医療を提供し

ていく､という患者本位の医療が提供される仕組みを構築していくこと

･ 生活習慣病の予防に積極的に取り組むとともに.仮に入院加療が必要と

なった場合にあっても､早期に在宅に復帰し､生活の質 (QOL)を高め

ながら､自らの生活の場において必要な医療を受けることができる体制を

構築していくこと

･ 人口構成等の構造変化に柔軟に対応するとともに､国民の安心や制度の

持続可能性を確保するといった観点から見直しを行い､経済 .財政とも均

衡がとれたものとするた_d)に過大 r不必要な伸びを具体的に厳しく抑制す

ることを通じて､将来にわたり国民皆保険制度を堅持していくこと

が求められていると言える｡

○ 平成18年度診療報酬改定は､保険財政の状況､物価 ･賃金等のマクロの

経済指標の動向､全国の医療機関の収支状況等を踏まえつつ､今後の基本的

な医療政策の方向性に係る上記のような認識に立って行われるべきであり､

具体的には､以下の4つの視点から改定が行われるべきである｡

① 患者から見て分かりやすく､患者の生活の質 (QOL)を高める医療を

実現する視点

② 質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化 ･連携を推進す

る視点

③ 我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評



価の在り方について検討する視点

④ 医療費の配分の中で効率化余地があると思われる領域の評価の在り方に

ついて検討する視点

○ 具体的な診療報酬点数の設定に当たっては､基本的な医療政策の方向性を

明確にしないまま診療報酬施策によって医療機関の診療行動や患者の受癌

行動を誘導しようとするのではなく､基本的な医療政策の方向性に沿って個

別の診療報酬点数を設定していく中で対応していくことを基本とするべき

である｡

○ 一方､基本的な医療政策の方向性に必ずしも沿ったものではない医療につ

いては､単に診療報酬点数上の評価の適正化を行うだけでなく､｢必要かつ適

切な医療は基本的に保険診療により確保する｣という国民皆保険制度の理念

を基本に据えつつ､特に患者の選択に係るようなものについては､保険診療

と保険外診療との併用を認める制度の活用により､応分の負担をしていただ

くことも含め､検討していくべきである｡

2 4つの視点から見た平成18年度改定の基本方金

D 患者から見て分かりやすく､患者の生活の質 (QOL)を高める医療を寒現

する視点

○ 必要な情報に基づき患者自身が選択して､患者本人が求める医療を提供し

ていく､という患者本位の医療を実現するためには､まず患者から見て分か

りやすい医療としていくことが前提であり､患者に対し医療に関する積極的

な情報提供を推進していくことが必要であるとともに､患者の生活の質 (Q

oL)を高める医療を提供していくことが必要である｡

○ このため､診療報酬体系の見直しに当たっては､そもそも診療報酬体系自

体を患者にとって分かりやすい体系とする視点に立って､見直しを推進する

べきである｡

とりわけ､診療報酬上評価されている医療のうちには､実際に提供されて

いるが､患者が明確に分からないままに費用を負担しているものもあるとの

指摘もあり､現行の診療報酬の名称等の位置付けも含め､点検を行っていく

べきである｡

○ 患者への情報提供の推進の観点からは､患者が保険医療機関を受診等した

場合に医療費の内容の分かる領収書の発行を受けることができるよう･診療

報酬体系を患者にとって分かりやすいものとする取組と併せ､現状を考慮し

て所要の経過措置を講じた上で､保険医療機関や保険薬局に医療費の個別単

価など詳細な内容の分かる領収書の発行を義務付けることを視野に入れて､

情報提供を強力に推進するべきであるo

o また､患者の生活の質 (QO L)を高める医療を提供する観点からは､不

適切な食生活､運動不足､喫煙等の生活習慣に起因した生活習慣病等の重症

化予防を推進するための方策について検討するべきであるo

?_ 軍政 堅象を効率坦に提供す尋T=めL=_医療機能0)iji迫二星進呈堆些壬を視

点

○ 質の高い医療を効率的に提供するため､地域の医療機能の適切な釧 ヒ･連

携を進め､急性期から回復期､慢性期を経て在宅療養への切れ目のない医療

の流れを作り､患者が早く自宅に戻れるようにすることで､患者の生活の質

(QO L)を高め､また､必要かつ十分な医療を受けつつトータルな治療期

間 (在院E]数を含む｡)が短くなる仕組みを作ることが必要である｡

このため､地域における疾患ごとの医療機能の連携体制に係る評価の在り

方について検討するべきである｡

○ また､高齢者ができる限り住み慣れた家庭や地域で療養しながら生活を送

れるよう､また､身近な人に囲まれて在宅での最期を迎えることも選択でき

るよう､支援していく体制を構築することが必要であるo

このため､入院から在宅への円滑な移行を図りつつ･介冨隻保険との適切な

役割分担の下､24時間診療ができる在宅医療や終末期医療-の対応に係る

評価の在り方について検討するべきである｡

○ さらに､我が国の医療については､諸外国と比べ平均在院日数が長いとい

ぅ指摘があり､医療機能の分化 .連携を図りつつ･医療資源を集中的に投入

することにより､必要かつ十分な医療を確保しつつ､平均在院日数の短縮を

囲っていくことが必要である｡

このため､平均在院日数の短縮の促進に資するような入院医療の評価の在



り方や､急性期入院唇癖における診断群分類別包括評価 (DPC)の支払い

対象病院の拡大等について検討するべきである｡

○ こiO)ほか､病臥 診療所の機能別 ヒ･連携を推進する観点から､病院と診

療所の初再診料の格差の問溝など､外来医療に対する評価の在り方について
検討するぺきである｡

≒ ≡ 三≡ ≡ 雲 三 三一三二 二-- if--=-i--1法 王三三二

〇 我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域につ

いては､国民の安心や制度の持続可能性を確保し､経済 ･財政.とも均衡がと

れたものとするといった観点も踏まえつつ､その評価の在り方について検討
していくことが必要である｡

○ 例えば､産科や小児科･救急医療等については､診療科･部門による医師

の偏在により地域において必要な医療が確保されていないとの指摘がある

ことも踏まえ､矧 こ休日､夜間等における医療機関の連携体制を確保してい

く観点からも､これらの領域に対する診療報酬上の適切な評価について検討
するべきである｡

○ また､医療分野においては IT化が遅れているが, IT化を推進していく

ことは､被保険各 医療機関､保険者､審査支払機関等のそれぞれにとって

メリットのあることであり･解決すべき課題を整理しつつ､これを集中的に

推進していくための方策についても検討するべきである｡

○ さらに､医療の安全性の更なる向上の観点から､医療安全に係るコストの

実態を踏まえつつ･診療報酬上の更なる取組の亘能性についても検討してい
くべきである｡

○ このほか･医療技術については､難易度､時間､技術力等を踏まえた適切

~な評価を進めるとともに･新しい医療技術については､有効性､安全性等の

ほか､その導入の効果につしさても十分に確認した上で､適切に保険導入を図

っていくことが必要であるが､その際には.保険導入手続の透明化 .明確化

の視点に十分配慮していくべきである｡

④ 医療費の配分の中で効率化余地があると思われる領域の評価め在り方につい

て検討する視点

○ 国民の安心や制度の持続可能性を確保し､･経済 .財政と均衡がとれたもの

とするといった観点を踏まえつつ､今後重点的に対応していくべきと思われ

る領域の適切な評価を行っていくためには､医療費の配分の中で効率化余地

があると思われる領域について､その適正化を図る方向で､評価の在り方に

つLtて検討していくことが必要である｡

○ このため､患者の状態像に応じた慢性期入院医療の評価の在り方､入院時

の食事に係る評価の在り方､外来医療における不適切な頻回受診の抑制のた

めの評価の在り方､コンタクトレンズ診療等における不適切な捜査の適正化

のための評価の在り方､かかりつけ歯科医.かかりつけ薬局の本来の趣旨に

即した適正な評価の在り方等について検討す~るべきである｡

0.また､医薬品については､画期的新薬の開発を促進する薬価制度を構築し

ていく一方で､良質かつ廉価な後発医薬品の使用を促進することは､医療保

険制度の持続可能性の維持に資するものであることから､後発医薬品の使用

促進のための環境整備の方策についても検討するべきである｡

○ このほか､医薬品､医療材料､検査等のいわゆる ｢もの代｣については､

市場実勢価格等を踏まえた適正な評価を進めるべきである｡

匝 埠わLJljJ

○ 中央社会保険医療協議会 (以下 ｢中医協｣という｡)におかれては､本基

本方針の趣旨を十分に踏まえた上で､具体的な診療報酬の改定案の審議を進

められることを希望する｡

○ また､平成18年度診療報酬改定の結果については､本基本方針に即した

改定であったかどうか､実際の改定の効果がどの程度あったのか等について､

中医協において検証を行い､その結果を当部会に報告いただくことを希望す

る｡


